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令和８年第２回府中町議会定例会 

会 議 録（第３号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和８年３月９日（月） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和８年３月１６日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  力 山   彰 君    副議長  森 本 将 文 君 

   ２番  橋 井   肇 君     ３番  安 部 智恵美 君 

   ５番  松 本 真 明 君     ６番  梶 川 三樹夫 君 

   ７番  木 田 圭 司 君     ８番  三 宅 健 治 君 

   ９番  川 上 翔一郎 君    １０番  西 山   優 君 

  １１番  坂 田 栄 一 君    １２番  山 口 晃 司 君 

  １３番  齋 藤   昇 君    １４番  宮 本   彰 君 

  １５番  田 中 伸 武 君    １６番  二 見 伸 吾 君 

  １７番  狩 野 雄 二 君    １８番  金 澤 映理子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 第１３号議案 府中町子ども医療費助成条例の一部改正について 

  ３ 第１７号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について 

  ４ 第２０号議案 指定管理者の指定について 

  ５ 第２１号議案 指定管理者の指定について 

  ６ 第 ６号議案 令和８年度府中町一般会計予算 

  ７ 第 ７号議案 令和８年度府中町土地取得特別会計予算 

  ８ 第 ８号議案 令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算 

  ９ 第 ９号議案 令和８年度府中町介護保険特別会計予算 
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 １０ 第１０号議案 令和８年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

 １１ 第１１号議案 令和８年度府中町下水道事業会計予算 

           （予算特別委員会解散） 

 １２ 一般質問 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   寺 尾 光 司 君 

      副 町 長   桑 原   強 君 

      教 育 長   新 田 憲 章 君 

      総 務 企 画 部 長   谷 口 充 寿 君 

      財 務 部 長   増 田 康 洋 君 

      福 祉 保 健 部 長   中 本 孝 弘 君 

      町 民 生 活 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      建 設 部 長   礒 亀   智 君 

      建 設 部 区画 整 理担 当部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   新 宅 和 彦 君 

      教 育 部 長   屋 敷   学 君 

      危 機 管 理 監   佐 藤 伸 樹 君 

      総務企画部次長兼職員課長    岩 﨑 雅 男 君 

      町民生活部次長兼下水道課長   岡 村 紀 行 君 

      教 育 次 長兼 学 校教 育課 長   宍 田   貴 君 

      総 務 課 長   梶 山 睦 生 君 

      社 会 教 育 課 長   砂 﨑 勇 介 君 

      社 会 教 育 課 主 幹   小 路 和 司 君 

      行 政 委 員会 総 合事 務局 長   谷 口   司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   長 西 弘 子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 
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（開議 午前１０時００分） 

○議長（力山 彰君） 皆さん、改めておはようございます。  

  ただいまの出席議員は１８名で、定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ております。 

  よって、令和８年第２回府中町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

  議事日程第３号を御覧ください。 

  本日の議事日程でございますが、御覧の日程で会議を進めてまいりたいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１８番金澤議員、２番橋井議員を指名いたします。よろしくお願いします。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 日程第２に入りますが、お手元の日程第２から日程第１１まで

の各議案は、令和８年度予算及びそれらの関連議案でございますので、一括議題に供

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議なしと認めます。 

  よって、日程第２、第１３号議案、府中町子ども医療費助成条例の一部改正につい

て、日程第３、第１７号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正について、日程

第４、第２０号議案、指定管理者の指定について、日程第５、第２１号議案、指定管

理者の指定について、日程第６、第６号議案、令和８年度府中町一般会計予算、日程

第７、第７号議案、令和８年度府中町土地取得特別会計予算、日程第８、第８号議案、

令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算、日程第９、第９号議案、令和８年度府

中町介護保険特別会計予算、日程第１０、第１０号議案、令和８年度府中町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第１１、第１１号議案、令和８年度府中町下水道事業会計

予算、以上を一括議題に供します。 

  本件につきましては、予算特別委員会に付託しておりますので、ただいまから委員
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長より審査結果を報告していただきます。 

  予算特別委員会委員長、３番、安部委員長。 

○３番（安部智恵美君） 皆さん、おはようございます。 

  令和８年度予算特別委員会報告をいたします。 

  予算特別委員会報告書を御覧ください。 

  令和８年３月１６日。 

  府中町議会議長 力山彰様。 

  令和８年度予算特別委員会委員長 安部智恵美。 

  令和８年度予算特別委員会報告書。 

  令和８年３月１０日の会議において付託された案件は、慎重に審査した結果、次の

とおり決定しましたので、府中町議会会議規則第６６条の規定により報告します。 

  第１３号議案 府中町子ども医療費助成条例の一部改正について  

原 案 可 決 

  第１７号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について  

原 案 可 決 

  第２０号議案 指定管理者の指定について  

原 案 可 決 

  第２１号議案 指定管理者の指定について  

原 案 可 決 

  第 ６号議案 令和８年度府中町一般会計予算  

原 案 可 決 

  第 ７号議案 令和８年度府中町土地取得特別会計予算  

原 案 可 決 

  第 ８号議案 令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算  

原 案 可 決 

  第 ９号議案 令和８年度府中町介護保険特別会計予算  

原 案 可 決 

  第１０号議案 令和８年度府中町後期高齢者医療特別会計予算  

原 案 可 決 

  第１１号議案 令和８年度府中町下水道事業会計予算  
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原 案 可 決 

  なお、審査過程における主な意見ということで、６項目述べておきます。 

  第６号議案に対し、 

  総務文教関係では、１、小学校給食費については負担軽減が図られているが、物価

高騰が続いている。今後の経済・物価情勢を注視し、中学校をはじめ、給食等を提供

する各種施設に対する負担軽減についても、引き続き検討してほしい。 

  ２、単独自治の在り方検討は重要なテーマである。町民へのアンケート調査などの

際は、様々な媒体での情報発信や資料提供を進め、町民が十分に理解し、判断しやす

い工夫を重ねてほしい。 

  厚生関係では、１、民設の放課後児童クラブへの補助により、選択肢が広がったこ

とは評価する。一方で、公設クラブの重要性は変わらないことから、役割を含め、在

り方を一体的に検討し、子どもが安心して利用できる環境整備を進めてほしい。  

  ２、公共施設の指定管理や業務委託については、町民サービスが滞らないよう、町

と事業所で役割分担を丁寧に協議するとともに、人件費などの上昇分が委託料等に適

切に反映できるよう、引き続き配慮してほしい。 

  建設関係では、１、道路メンテナンス事業については、センターライン消失など安

全性に問題がある箇所の補修遅れが見受けられる。材料費・人件費上昇で厳しい状況

だが、予算制約ではなく、補修必要箇所を基準として対応してほしい。 

  ２、揚倉山健康運動公園の再整備は、公園の魅力向上に資する事業である。町民の

健康増進や社会教育の場として活用が進むよう、新設のスポーツ交流拠点推進課は、

教育委員会等関係部署と十分に連携して取り組んでほしい。 

  以上でございます。 

  町当局におかれましては、審査の過程で示された意見等を十分予算執行に生かされ

るよう、一層の努力をお願いし、令和８年度予算特別委員会の報告とさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 

○議長（力山 彰君） ただいま予算特別委員会委員長より報告がありましたが、本件

につきましては、全議員で構成する予算特別委員会において審査していただき、内容

は御理解のことと思います。 

  よって、質疑を省略し、直ちに１議案ずつ討論・採決を行いたいと思いますが、御

異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議ないようでございます。よって、１議案ずつ討論・採決

を行います。 

  また、採決の際、現在の出席議員は１８名で、その間、議員数は変わらないと思い

ますので、この際、定足数の確認も省略しながら採決を進めていくこととさせていた

だきます。 

  それでは、参ります。 

  ただいまの出席議員は１８名で、採決に加わる者１７名でございます。 

  お諮りします。 

  日程第２、第１３号議案、府中町子ども医療費助成条例の一部改正について、討論

を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致です。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第３、第１７号議案府中町国民健康保険税条例の一部改正について、討論を行

います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 賛成多数でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第４、第２０号議案、指定管理者の指定について、討論を行います。  
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  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第５、第２１号議案、指定管理者の指定について、討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第６、第６号議案、令和８年度府中町一般会計予算について、討論を行います。 

  討論ございますか。 

  １５番、田中議員。 

  賛成ですか、反対ですか。 

○１５番（田中伸武君） 僕は反対です。 

○議長（力山 彰君） 二見議員は、賛成ですか。 

  では、反対討論から討論を行います。 

  原案に反対の方。 

  １５番、田中議員。 

○１５番（田中伸武君） 田中伸武です。 

  一般会計の予算の反対討論をさせていただきます。 

  反対の理由は、揚倉山健康運動公園の再整備事業、これの公有財産の購入費が計上

されているのが反対理由です、６億２，２４０万。 
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  私は、去年１１月の臨時会で、揚倉山再整備の公有財産購入費の、あのときは債務

負担行為の補正予算だったんですが、反対させていただきました。 

  そうすると、予算の予約が駄目で、予算がついたとき賛成するんかということには

ちょっとできんのんで、誠に申し訳ないんですが、申し訳ないことはないんですが、

これを最大の理由に反対討論とさせていただきます。 

  それから、今回の予算審査を通じて、ほかにも気づいた点を幾つか述べさせていた

だいて討論とさせていただきます。 

  揚倉山の再整備、まずこれですけれども、去年の臨時会で申しましたとおり、

２０億円近くかけて住民メリットが見えないと、これが一番の大きな再整備計画の欠

陥、僕は問題だと思うわけですね。 

  下段の荒れたグラウンドを人工芝にする。夜間の照明がつく。テニスコートやら遊

歩道もきれいになると。いいことですね。レジーナが練習拠点に来てくれて、町民の

誇りにもなるし、いろんな指導や交流や、プラスになる。これ、メリットありますね。 

  でも、町民にとってみれば、肝腎のグラウンドが使える時間は減るわけですし、利

用の料金は各種全部値上げになる。一番使う、ほとんどの人がバス停がないから使う

わけですが、駐車場、これは有料になると。メリットよりデメリットのほうが大きい

と今の段階では見ざるを得ないわけであります。 

  それで、町のほうは、当初から揚倉山の再整備は、レジーナありきじゃないんだよ

と、有効活用と再整備、利用者が便利になる、運動、交流、健康の場だと、そのため

の整備でやるんだと、ずっと説明してきたわけですよね。 

  「さあ、今日もみんなで公園へ！」というのがキャッチフレーズです。さあ、今日

もみんなで公園へ、この再整備、２０億円かけてそうなるか、僕は大いに今の段階で

はかなり疑問符がつくところであります。 

  それから、ＰＦＩ業者を募集して、今、２月いっぱいで業者締め切って、今、審査

が行われているというところですけれども、募集要項の要求基準の中にも町民を優遇

する料金設定にせよとかということは書いてない。 

  だから、今から始まるＰＦＩのやり方についても、町は、そこはちょっと注文つけ

てないんですね。僕は、そのぐらいはいいんじゃないかと思うんですが、今から審査

の過程でＰＦＩですから、業者のほうがどういう内容を出してくるかにもよるかもし

れません。 
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  それから、町民メリットが見えないということと、今のＰＦＩに決めるまでの手続

の問題ですよね。手法の問題。これも何度も言っていますけれども、今の令和７年度

は、ＰＦＩがいいのかどうか検討するコンサルタントに委託している３，６００万円

の業務を執行中なんですね。もちろんコンサル料の中にはいろんな相談業務があるの

で、それも含めてということでありますけれども。 

  町民に対して、ＰＦＩはよそと比べてこんなところがいい、こういうところがきち

っとメリットになるんだということを業務報告の結果として出して、それを町民に示

されてないんですね。 

  さらに、この予算は、繰り越して、令和８年度もアドバイス業務があるということ

で繰り越すわけですけれども、そうするとますます結論を示す業務報告は町民の前に

出てくる時期が遅くなる。その間にもう工事が始まっちゃうという感じにも。工事は

始まらんのか。でも、事業が始まっちゃうということになるわけですね。この手続面

も私は問題があるとずっと言い続けておるわけであります。 

  ＰＦＩ、これは私の見方ですけども、やはり目の前の補助金に目が行って、これし

かないんだというところに行ったんじゃないかと、もうちょっといろいろな手法を検

討する余地があったんじゃないかと思うわけですね。 

  基町のサッカースタジアムはＰＦＩでやったそうですけれども、やはり民間の資金

を頂いて、それを活用するという根本的な手法からすると、民間としては営業が成り

立たんとやらないわけですね。そこのところが本当に揚倉山でマッチする手法だった

のかどうか、マッチする手法だという結論を出されたわけですけれども、私はもっと

もっと一年かけて練るべきだったと思うわけです。 

  民間活用というのは行政のトレンドだと言いますけれども、これも後から出てくる

放課後児童クラブやその他にも影響しますが、僕は大いに疑問なんです。民営化とい

うのは、私物化にほかならないわけですよね。英語で言うとプライバタイゼーション、

民営化も私物化も同じプライバタイゼーションなんですね。プライベート化するとい

う意味なんですね。そういうことに委ねる事業なのかどうかというのは、放課後児童

クラブは後であれしますけど、考えてもいいんじゃないかと思うわけであります。 

  私は、会社勤めしておったときに、公共事業を分捕るというか、取ってくるような

セクションに行かされたことがありまして、そこでは今度のどこどこの町や市の広報

の予算、これ取ろうぜみたいなことを、頑張ろうぜみたいなことをやる、そういうア
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ドバタイジングというか、パブリックリレーションズというか、広告のそういう部署

にもいたことがあるんですけれども。 

  民間のノウハウというのは、要するにお金をもうけるノウハウですから、例えば本

当にその事業がそこの町民のためになるかどうかということを第一には考えないんで

すね。第一に考えるのは、これが営業として成り立つかどうか、そのためにきちんと

住民のためだという説得ができるかどうかというのを考えるのが民営化の根本だと思

いますね。 

  私は、だから公営事業は効率が悪かったり無駄が多かったりするというのは確かに

あると思いますけれども、町民のためにどういったものを、どういった事業をするか

という、そのノウハウは一番持っているのはそれぞれの役場であり、役所、公務員だ

と思いますね。すばらしいシンクタンクだとずっと思うわけでありますね。そこにも

っと自信を持って事業に当たっていただきたい。 

  民間だとすばらしいノウハウが出てくるというのは、これは幻想ですからね。僕は、

自分がやってたから分かる。そういうことをおせっかいながら、やはり考えの片隅に

入れたいなと思うわけであります。 

  それから、揚倉山とは別のことで気づきを幾つかですけれども、一つは、プラチナ

手当ですね。さっきの予算委員会、予算委員長の報告にもありましたけれども。なか

ったか。 

  ごめんなさい、さっきの委員長報告にはなかったんだね。委員会審議の中にはあっ

たんですけれども。 

  いわゆるじじばば手当ですよね。保育園に行けない、行かない子どもの、代わりに

おじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見たら、月１万５，０００円もらえる手当。 

  今回廃止になったわけですけれども、私はちょっと残念に思いますね。これは、単

に待機児童を、あるいは隠れ待機を減らすための意味合いだけじゃなくて、そういう

家庭の絆と言ったら大げさですけれども、地域でおじいちゃん、おばあちゃんと、

３世代が助け合って生きるちょっとした後押しじゃないかと思うわけですね。 

  非常にニッチな事業だから、もろに隠れ待機を何人減らしたということにならない

かもしれないけども、今、おじいちゃん、おばあちゃんがちょっとてごうしよるけ、

これはええわい、もらおうわいというてもらっておる家族が、息子が家を建てるとき

に、いや、やっぱりちょっと中山の団地やめて府中で家考えようぜということになっ
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たりせやせんですかね。 

  あるいは、転勤族だったり、あるいは借家住まいだったりする、そういう息子家族

が、やっぱりちょっと会社に近いけど、堀越よりはちょっと府中の青崎にしようとか、

極端に言うと。ちょっとした、そういう府中町にプラスになるようなところのニッチ

な後押しにもなっているんじゃないかと思うわけですね。 

  もう一つは、ちょっとユニークな制度だったので、宣伝効果もある。府中は子育て

に優しい。実際には優しい施策はそんなになくなってきておるわけですけれども、そ

ういう町のイメージアップには大いにプラスになっておったんじゃないかと思います

ね。 

  利用者が減っておるのは、多くの原因は、やっぱりＰＲ不足だと思えてなりません。

ニーズが減ってるのかどうか、僕は大いに疑問ですね。きちっと周知されてないから

こういうニッチな人たちを掘り起こしてないんだと思うわけであります。 

  誰通、誰通という、誰でも通園制度、今度始まるわけですけれども、いわゆる昔、

無園児と言っていた人たちのところですよね。これは、基本的には、専業主婦の家の

子どもたちですし、ちょっと層が違うような気がしますね、プラチナ手当を求める層

と。だから、これをもって取って代わる政策になるかどうかはちょっとどうかなと思

いますね。 

  いずれにしても、こういう工夫して隙間のところを救済したりする制度というのは、

今後も工夫いただきたいなと思うわけであります。 

  それから、放課後児童クラブの補助の件ですけども、先ほどの予算委員長報告の中

では、民設の放課後児童クラブへの補助により選択肢が広がったことは評価する、一

方で公設クラブの重要性は変わらない、これが審査過程における主な意見ということ

ですが、主でない私の意見としては、民設民営化というのは、それはいいことかもし

れないけど、それは評価していいのかどうか、今回。というのはちょっと疑問です。  

  というのは、これも今まで述べましたけども、放課後児童クラブは、基本的には児

童福祉法が定める地域の子どもの健全育成事業の一環ですよね。ほとんどの地域で民

営化が進んでおるんですけども、私は、姿勢としては、地域の健全育成事業として行

政が責任を持つ、それが基本じゃろうと思うわけですね。だから、さっきの安部委員

長報告の中にも公設クラブの重要性は変わらないという表現もあるわけですね。 

  だから、民営化をするのであれば、公設と同時に検討して計画を立てて、公設の有
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料化と同時に民営化を考えて計画を練るべきなのに、これが有料化だけ先に条例とし

て決めて、そのとき計画はこうだったという説明だった。後から民営化もやるという

のが今回予算案の中で出てきたわけですね。 

  やはりちょっと計画性、あるいは部署間の連携の取り方が僕は疑問だったわけです

から、今回スタートするに当たっては、これを評価するというよりも、やはり基本は

公が持つんだというポリシーを握りながら、両者連携するようなところを今後進めて

いただきたいなと思うわけであります。 

  それから、魅力発信事業の市制検討業務ですけども、これもいよいよ予算的にも、

項目としてはありませんけれども、実質、市制移行を研究するための予算ですよね、

魅力発信事業のアンケート。市制移行を研究すると言ったら言い方が悪いから、市制

移行をするかどうかを研究する予算、アンケート６００万。そして、議会費の中にも

項目としてはっきり出てないけど、費用弁償の中に調査特別委員会を設けて出張旅行

する費用が３００万ほどついておる、町制９０周年事業。 

  項目として市制移行という表現は一切出てないわけですけども、予算の中にはこう

いうのが盛り込まれていて、先ほどの予算委員長報告の中にも、アンケートについて

は十分な検討をしてほしいという要望が出ております。私もそう思いますね。 

  町制９０周年というところでちょっと思ったんですが、９０年前に府中が村から町

になったとき、これ、町史を見ると結構そのときのムードが分かって面白いんですね。

昭和１１年、当時の村長和多野健蔵、県へ提出した関係書類、町制許可稟議、町制は

許可されるとか、そういうものだったんですかね。村民の村を町となす希望状況並び

に理由、ただし、村なる名称が直ちに僻陬を、田舎、僻陬を連想しやすく、隔地間商

取引、離れた地域間の隔地間商取引に波及することなしとせず、交通至便のため、既

設会社として東洋工業株式会社等をはじめとして１０社、加えて目下、キリンビール

広島工場、敷地買収手続も終了し云々。この際、町昇格は一般の雇用にして。 

  このところの人口は、約５，０００人足らずだったようですけれども、結構発展し

てたし、商工業の声が、村じゃイメージ悪いで、おい、町で。いわゆるイメージ戦略

としての町制移行だったというのがよく見えるわけですね。 

  実際の手続とか条例がちょっと町史に載ってなかったわけですね。 

  今回も同じようなことが言えるんじゃないかと思いますね。村民が僻陬を、僻陬っ

て要するにど田舎でしようもないという連想があるというイメージですね。商取引に
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波及する。声がやっぱり町民の間から、この当時は村民ですから、上がるような、そ

ういうムードが結構あったというのが分かるわけですね。これも、今回の予算の中に

いろいろついてるところを通じて、世論盛り上げ、これが大事だろうなと思うところ

であります。 

  思いつきばっかり言って申し訳ないんですけれども、一番腹が立つというか、無念

に思うのは、歳入面ですけれども、もちろん今回２５０億円で過去最大。でも、国の

地財計画は、確かにプラスで、何か一見喜びそうなんだけれども、防衛費の伸びは、

これはもうめちゃくちゃなんですね。過去最大の９兆円規模。しかも、防衛増税も実

質始まるわけですよね。復興特別税の一部をこれに振り替えて、それで延長するんだ

という。 

  これ、買う武器、兵器は、本当の防衛兵器じゃないんですね。攻撃兵器なんですね、

敵地攻撃。トマホークミサイル、シュシュシュと攻めていく兵器をいっぱいアメリカ

から中古のトマホークを買う。そのために防衛費は過去最大にめちゃんこ膨らんで、

地財計画のほうはちょびっと膨らんで我々のほうに回ってくる。本当の国民を守ると

いうのは、本当の国民の生活や暮らしを守る防衛力というのは、敵を攻めるミサイル

じゃないだろうというのがみんなの感じじゃないでしょうかね。 

  それで、回ってきたお金が地財計画の地方交付税、あるいは実際の法人町民税とか

も増えてるんですけど、それは物価高によるものですけれども、増えてるんですけど

も、国の大本のところから回ってくるお金は実質僕は減っておるという気がしますね。 

  地方自治体は、国と対等です。いろんなことを、意見を言えることが保障されてい

ます。実際、いろんな意見を出しています。今回、そういう提案を私してなくて申し

訳ないんですけれども、やはりこれからも国のお金の使い道が、結局、私たちの暮ら

しの防衛費に回ってくるかどうかというところを、意見を出していかないけんのじゃ

ないかということは改めて今回過去最大の予算をにらむにつけ、思ったところであり

ます。 

  すみません。いろいろ指摘というか、私の意見を含めてですけれども、言わさせて

いただいて、今回の一般会計の反対討論とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（力山 彰君） 次に、原案賛成者の討論を行います。 

  原案に賛成の方。 
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  １６番、二見議員。 

○１６番（二見伸吾君） １６番、二見です。 

  第６号議案、令和８年度府中町一般会計予算について、賛成の立場から討論をいた

します。 

  以下、西暦で参ります。 

  ２０２６年度一般会計予算は、対前年度比２７億円、率にして１２％増で２５０億

円です。２５年度は２０４億円から２０億円の増の２２４億円でした。２５年度も過

去最高だったわけですけれども、さらにそれを上回る過去最高となりました。２４年

度との比較では、２０４億円から２５０億円へと、４６億円、２２．５％という驚異

的な伸びを示しています。 

  歳入ですが、国の地方財政計画によって、これまで以上の財政措置があります。地

方交付金が５億６，０００万円の増、国庫支出金が５億２，０００万円の増、県を経

由してやってくる県支出金が５億６，０００万円、地方消費税交付金が２億円であり

ます。これに町税５億円増と、財政調整基金からの繰入れ２億１，０００万円を加え

て大体増えた分２７億円になるわけであります。 

  次に、歳出ですが、評価する事業として６点指摘をいたします。 

  まず、第１に、平和行政推進事業です。 

  昨年の被爆８０年事業を引き継いで、２６年度は平和関連映画の上映をするとのこ

とです。答弁では、楮山ヒロ子さんの映画ということでしたので、ＮＨＫアナウンサ

ーの出山知樹さんが自主制作された映画「ヒロ子の日記」だと思うのですが、ぜひ成

功させてほしいと思います。 

  また、府中町ゆかりのある方で今後紹介してほしい人が２人います。 

  一人は、桃山にお住まいだった神田三亀男さんで「原爆に夫を奪われて－広島の農

婦たちの証言」という著書があります。川内村、安佐北区ですけれども、今は。建物

疎開に動員された男たちが帰らぬ人となり、残された女性たちの困苦に満ちた生活史

がこの本につづられております。 

  もう一人は、下岡田官衙遺跡の第１回目の発掘調査に携わった小倉豊文さんです。

亡くなった妻に宛てた手紙の形を取った「絶後の記録 広島原子爆弾の手記」は、十

数もの言語に訳され、世界初の原爆のルポルタージュと言われています。 

  我が町府中町と平和を結びつけてゆき、町民、とりわけ児童・生徒が戦争と平和に
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ついて考えるきっかけとなる取組を継続してほしいと思います。 

  第２に、役場ロビーをはじめ、町内の公設施設６か所にＦｒｅｅ  Ｗｉ－Ｆｉを設

置することです。 

  ２０２３年１２月議会で、役場庁舎について一般質問した際、誰もが利用しやすい

庁舎にするためには、１、トイレなどのバリアフリー化、ユニバーサルデザインの採

用、２、プライバシーが守られる窓口、３、無料公衆無線ＬＡＮが必要だと提言しま

したが、そのうちの一つが実現してよかったと思います。 

  第３に、治療に伴う交通費の負担減です。 

  昨年３月議会で狩野議員が一般質問で取り上げた人工透析者へのタクシー助成です

が、１枚５７０円掛ける４８枚から倍の９６枚になりました。同じく昨年３月の議会

で金澤議員が一般質問で取り上げた小児慢性特定疾病の治療に必要な県外通院の交通

費助成も新たに決まりました。いずれも治療に伴う交通費の負担を軽減する措置とし

て大いに評価をしたいと思います。 

  付け加えておきたいのは、広島県には子ども専門病院がないということであります。

２０政令市のある１５道府県のうち、子ども専門病院がないのは、京都、新潟、岡山、

熊本と広島の５県であります。県内に子ども専門病院があれば、県外へ通院する人は

もっと少なくて済みます。１９９０年代に医療関係者と保護者が子ども専門病院の建

設を求めて運動しましたけれども、広島県も広島市も動きませんでした。 

  これから少子化がさらに進んでいくので、県も広島市も恐らく子ども専門病院をつ

くるつもりはないでしょう。今年２月、広島県からの転出者が転入者を上回る転出超

過が５年連続で全国最多となったと報じられました。このことには様々な原因がある

と思いますけれども、この後述べます子どもの医療費助成など、安心して子育てでき

る環境が他県よりも劣っていることも要因の一つと考えます。 

  第４に、子どもの医療費助成の前進であります。 

  昨年の一般会計予算についての討論で、所得制限が４月から撤廃され、２４年１月

から通院の助成が中学校卒業までに広がったことを評価しつつ、１８歳までの医療費

助成を速やかに進めていただきたいと要望しましたが、２６年度から実現することに

なりました。 

  次の課題は、窓口の負担金をなくし、完全無償化にすることであります。広島県は、

２３市町中、神石高原町を除く２２市町で窓口負担があります。しかし、お隣の岡山
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県は、２７市町村で窓口負担があるのは岡山市だけです。広島県は１つだけしか窓口

負担がなくなってない。岡山県は、窓口負担が残っているのが１つだけと。  

  こういう違いがなぜ生まれるのかというと、岡山県は、市町村の補助の半分を県が

負担をしているからであります。この間、府中町を含め、県内市町は子どもの医療費

助成の充実に力を入れてきたと思います。この努力に広島県が応え、岡山県と同じ助

成をするべきだと思います。 

  第５に、消防庁舎仮眠室の個室化であります。 

  昨年の１２月議会で消防庁舎の建て替えを提案する際、新庁舎建設待ちにせず、仮

眠室の個室化を早期に実施すべきだと主張しました。２６年度で設計予算がつき、

２７年度に完成予定とのことです。既に検討は進んでいたのかもしれませんけれども、

早期に実現の運びとなり、大変うれしく思います。 

  第６に、小・中学校の施設改修です。 

  エレベーター改修工事、府中北小学校、エレベーター及びスロープ設置、府中緑ヶ

丘中学校、運動場トイレ改修、府中小学校、府中中央小学校、府中中学校、府中緑ヶ

丘中学校、そして全ての小・中学校の教室の仕切りを設置し、全ての小・中学校の特

別教室への空調工事の設計ですけれども、決まりました。 

  いずれも必要な改修と考えますが、とりわけ特別教室への空調設置は要望が多く、

そして強いものでした。議会でもこれまで様々な議員が取り上げてきましたが、実現

することになってよかったと思います。 

  次に、問題があると思われる事業として、一点指摘をしたい。それは、放課後児童

クラブの有料化と民間委託であります。 

  私は、昨年の１２月議会で提案された府中町放課後児童クラブ条例の制定について、

１、放課後児童クラブを利用する保護者の負担を増やすこと、２、有料化によって保

護者の願いは実現しないこと、３、一たび有料化すれば保護者の負担が際限なく増え

ていく道を開くことなどを挙げて反対をいたしました。残念ながら賛成多数で可決さ

れ、６月から月３，０００円、８月・４，０００円の徴収が始まり、保護者は年間

３万６，０００円の負担増となります。受益者負担の公平性という名の下に負担増が

進められていくことに大きな危惧を覚えるものであります。 

  民間委託についてですが、これまでずっと町営でやってきたわけです。その一角が

崩れることになりました。答弁によると、この事業に手を挙げたのは町内の保育園
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１園で、預かる児童は２５人ということでした。私は、民間、とりわけ今回応募があ

ったように社会福祉法人であれば、それほど大きな問題はないと考えております。現

在の町直営の放課後児童クラブをそのまま維持した上で補足的に社会福祉法人に委ね

るというのならば、それもよしとしたい。 

  しかし、今、全国で起きているのは、全て民間企業に委ねてしまうという民営化、

丸投げであります。ネットで検索すると次々記事が出てきます。群馬県高崎市、岡山

県矢掛町、岡山県総社市、京都府久御山町、広島県三次市、兵庫県加古川市、佐賀県

佐賀市、このくらいにしておきますけれども、全国各地で放課後児童クラブは民営化

されています。 

  その主流は、今言ったように丸ごと民間企業に委託するやり方であります。そうい

う中で、職員が大量に辞めるような事態も起きています。労働条件の切下げが起きて

いるわけです。今でさえ、指導員の処遇はよくないのに、さらに下げる、人員体制が

整わないので、子どもを預かることに不安、もうこれはやってられないといって辞め

ていくわけであります。 

  日経新聞に出ていました記事ですけれども、カラオケで有名なシダックスという企

業が学童保育、放課後児童クラブに進出しています。お隣の海田町などもシダックス

への委託であります。 

  記事にはこうあります。なぜ学童保育なのか、取り組む背景にはカラオケ事業の苦

戦がある、成長が見込める分野への事業シフトは急務だった、学童保育、放課後児童

クラブに参入するのはこれまで主要な事業だったカラオケがもうからない、学童保育

ならば成長が見込める、もうかりそうだからということであります。 

  ここにあるのは企業の論理であって、全て児童はよい遊び場と文化財を用意され、

悪い環境から守られるという児童憲章の考え方、子どもの最善の利益を目指すという

子どもの権利条約の考え方はみじんもありません。 

  府中町は、民営化先進自治体で、これまでごみの収集と学校給食は民間企業に委託

し、町内にただ一つの町立保育園は廃止してしまいました。そういう歴史を持つ府中

町ですから、放課後児童クラブがいずれ丸ごと民間企業に委託されるのではないかと

危惧をしております。 

  現在の町立の放課後児童クラブは、民間委託することはない、足りない部分を民間

で補うという答弁でありましたけれども、今後長きにわたってこの答弁を守っていた
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だきたいと思います。 

  最後に、２０２５年度まであった物価高騰対策臨時交付金を財源とする補助事業、

高齢者福祉施設と障害者福祉施設に対する支援金、保育園、小学校、中学校の給食費

への補助、これが２０２６年度は廃止になりました。 

  私は、予算特別委員会の質疑でこの補助事業の継続を求めましたが、それに対して

町長は、２０２５年度決算の状況を見ながら、６月議会の補正予算で激変緩和できる

ような措置、何らかの対応を考えたいと答弁をされました。その決断を大いに評価し

たいと思います。 

  保育園などの給食費の補助ですから、乳児の場合は給食費は公定価格に含まれてい

るので、保護者から徴収することができないという事情があります。食材費の物価高

騰分を保育園が負担せざるを得なくなり、経営を圧迫することになります。 

  本来は、政府・厚労省が公定価格を引き上げて対処するということが必要でありま

すが、差し当たり乳児に対する町からの補助で手当てをすることが必要だと考えます。

特段の配慮をお願いいたします。 

  以上、問題点や要望も含め、予算についての意見を述べ、賛成討論といたします。 

○議長（力山 彰君） ほかに討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、以上で討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 賛成多数でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第７、第７号議案、令和８年度府中町土地取得特別会計予算について討論を行

います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第８、第８号議案、令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算について討論

を行います。 

  討論ございますか。 

  賛成ですか、反対ですか。 

（「反対です」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 賛成の方はございますか。 

  では、１６番、二見議員。 

○１６番（二見伸吾君） １６番、二見です。 

  第８号議案、２０２６年度府中町国民健康保険特別会計予算に反対の立場から討論

いたします。 

  ２０２５年度に引き続き、国保税が上がります。 

  昨年と同じモデルケースでは、次のようになっています。 

  ケース１、夫７０歳、妻６９歳の２人世帯、世帯の所得は４３万円、国保税は７割

軽減され、２５年度の保険税は年間３万８，８００円ですが、２６年度は３万

９，３００円で、引上げ額は５００円、引上げ率は１．２９％、このケースに該当す

る世帯の割合は４２．３％です。 

  ケース２、夫４２歳、妻４０歳の２人世帯、営業所得は１５０万円、２５年度の保

険税は年間２７万４，２００円ですが、２６年度は２７万９，３００円で、引上げ額

は５，１００円、引上げ率は１．８６％、このケースに該当するのは約２８．９％で

す。 

  ケース３、夫４２歳、妻４０歳、子どもが１０歳と８歳の４人世帯、自営業で営業

所得が４００万円、２５年度の保険税は年間７４万８，１００円ですが、２６年度で

は７５万９，７００円で、引上げ額は１万１，６００円、引上げ率は１．５５％、こ

のケースに該当するのが１３％であります。 

  資 産 割が な くなり ま し た ２０ ２ ４年度 と ２ ６ 年度 を 比べま す と 、 所得 割 が

１ １ ． ９ ２ ％ か ら １ ３ ． ９ ２ ％ に 、 均 等 割 額 が ４ 万 ９ ， ４ ０ ０ 円 か ら ６ 万



- 20 - 

２，６７８円に、平等割額が３万２，９３８円から３万７，６０７円に上がっていま

す。 

  国保の被保険者は、６５歳から後期高齢者医療制度に移行する７４歳までの人が

４６％を占め、病気になりやすい高齢者が半数近くを占めているという構造的な問題

があり、国保加入者の相互の支え合いだけでは支えられないというのが現実でありま

す。 

  そこに、子ども・子育て支援金制度なるものがやってきます。こども家庭庁のホー

ムページには次のように説明をしております。少子化は、我が国が直面する最大の危

機であり、若年人口が急速に減少する２０３０年代に入るまでがこうした状況を反転

させることができるかどうかの重要な分岐点となっています。 

  このため、政府は、２０２３年１２月に、こども未来戦略加速化プランを策定し、

総額３６兆円の子ども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。 

  この財源については、若者などの所得を減らすことがないよう、既存の予算を精査

し、使い残し等の最大限の活用等を行うほか、医療・介護保険制度の改革等による国

や地方自治体の費用負担の節約や子ども・子育て支援金制度により確保することとし

ています。 

  何やらいろいろ書いてあるわけでありますけれども、子ども・子育て支援金制度と。

子ども・子育て支援金制度により確保するということでありますが、その財源は医療

保険であります。 

  こども家庭庁のホームページは続いて、次のように言っております。子ども・子育

て支援金は、加入する医療保険制度、国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険ご

とに保険料が決められ、令和８年４月から医療保険料と合わせて拠出いただきますと

いうことですね。 

  令和８年度の支援金額は、被用者保険は被保険者１人当たり約５５０円、国民健康

保険は１世帯当たり３００円、後期高齢者医療制度は被保険者１人当たり約２００円

と試算しています。何かすごい少ないように感じられるわけですけれども。 

  子ども・子育て支援金の原資は、医療保険の保険料に上乗せして確保するというこ

とであります。御丁寧に、なお、徴収した支援金の使途は全て法律で子育て支援関係

に限定されているため、流用はありませんと書かれていましたが、子ども・子育て支

援金制度そのものが医療保険の目的外使用、すなわち流用にほかなりません。 
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  保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合

った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精

神から生まれた助け合いの制度だと、一般的にこう説明されているわけでありますけ

れども、こういう保険制度の在り方から全く外れている、全く相互の助け合いでない

ものをぶっこんで来ているということになるわけです。  

  また、保険であるならば、支出が仮に減ったとしたらば、それは保険料を下げるか、

給付を充実させるかということに使うわけですけども、全く違うところに全く保険の

事情と関係のない形で支出がされていくということであります。本来、税金による所

得の再分配として実施すべき施策の財源に保険を求めるのは全く筋違いだというふう

に言えます。 

  子ども・子育て支援金制度が医療保険に組み込まれる２６年度は、当町もそうなん

ですけれども、保険税の上げ幅が少ないんです。去年に比べて全然少ない。それは、

何なのかと。それにはわけがある。こども家庭庁のホームページには次のように書か

れています。支援金については、社会保障の歳出改革などによる社会保険負担軽減の

範囲内で導入することが法定されています。つまり、支出金が新たに付加されますが、

その裏側で社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金

による負担は相殺される仕組みになっています。実際、令和５年度から令和８年度ま

での歳出改革等による社会保険負担軽減の効果を計算すると、０．６兆円程度となる

ため、令和８年度の支援金総額はその範囲内の０．６兆円としています。医療費や介

護費が高齢化等の影響で毎年増加していく中で、社会保険料には上昇圧力がかかりま

すが、少なくとも子育て支援施策に係る支援金の負担は社会保障の歳出改革等で相殺

されます。このため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じません。 

  子育て支援施策に係る支援金の負担は、社会保障の歳出改革等で相殺されるという

のも、これも全く根拠のない話であります。子育て支援に必要な金額に合わせて社会

保障の支出が減るなどということは、あり得ません。子ども・子育て支援金制度が医

療保険に組み込まれる初年度に当たって反対の声が大きくならないように、子ども・

子育て支援金として必要な額と歳出改革によって捻出する額、これの帳尻を合わせた、

負担が増えないかのようにごまかしただけであります。 

  また、社会保障の歳出改革というのは、高額療養費やＯＴＣ類似薬などの患者負担

増によって社会保険料を軽減するということであります。社会保障の歳出改革を進め
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れば進めるほど、医療は国民から遠くなっていく。国保としての支え合いも危機的な

状況にあるのに、そこに目的外の子育て支援を突っ込んでくる。このまま行けば、国

保そのものの構造による保険税の引上げと子ども・子育て支援金制度による引上げに

よって、これまで以上に加速を、スピードを上げて保険負担増が進んでいくことにな

ります。 

  以上、述べた理由により、２０２６年度府中町国民健康保険特別会計予算に反対を

いたします。 

  なお、第１７号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正についても、同様の理

由で反対であることを申し添えます。 

  以上で終わります。 

○議長（力山 彰君） ほかに討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、以上で討論を終わります。  

  これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 賛成多数でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  ここで休憩にいたします。再開は、１１時１５分からといたします。休憩。 

（休憩 午前１１時０６分） 

 

（再開 午前１１時１５分） 

○議長（力山 彰君） 休憩中の議会を再開します。 

  次に参ります。 

  日程第９、第９号議案、令和８年度府中町介護保険特別会計予算について討論を行

います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第１０、第１０号議案、令和８年度府中町後期高齢者医療特別会計予算につい

て討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第１１、第１１号議案、令和８年度府中町下水道事業会計予算について討論を

行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（力山 彰君） 全会一致でございます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

  ここで、付託された案件は全て終わりましたので、令和８年度予算特別委員会を解

散したいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議なしと認めます。 

  ここで、令和８年度予算特別委員会の解散に当たり、正副委員長から挨拶をお願い

します。 

  まず、委員長からお願いします。 
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  ３番、安部委員長。 

○３番（安部智恵美君） このたび、思いも寄らず、予算委員長を務めさせていただき

ました。予算特別委員会の開催に当たり、副委員長並びに委員の皆様の御協力の下、

慎重な審査が行われ、日程どおり本日議決に至りましたことに感謝申し上げます。 

  審査では、委員の皆様から建設的な御意見を多くいただき、充実した予算審議が行

われたと考えております。 

  理事者におかれましては、予算審議で出された多くの意見を十分に参考にしていた

だき、町民の皆さんが暮らしやすさを実感できるまちづくりを推進していただくこと

をお願いし、挨拶とさせていただきます。 

  アイ ラブ フチュウタウン フォーエバー トゥー マッチ、サンキュー。  

（拍手） 

○議長（力山 彰君） 続きまして、副委員長、お願いします。 

  ６番、梶川副委員長。 

○６番（梶川三樹夫君） 副委員長を務めさせていただきました梶川でございます。 

  委員長も初めてということで私もちょっと緊張しておりましたが、非常にスムーズ

に審議が行われたと思っております。皆さんの御協力のおかげでございます。ありが

とうございました。 

（拍手） 

○議長（力山 彰君） 正副委員長におかれましては、大変御苦労さまでございました。

ありがとうございました。 

  これをもって、令和８年度予算特別委員会を解散いたします。 

 

（予算特別委員会解散） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 次に参ります。 

  日程第１２、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順を追って通告順に行います。 

  総務文教関係、第１項、若い世代への平和教育について、２番、橋井議員の質問を

行います。 
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  ２番、橋井議員。 

○２番（橋井 肇君） ２番、橋井です。 

  若い世代への平和教育についてお伺いをいたします。  

  広島にとって８月６日は、決して忘れてはならない特別な日であります。８０年前

のあの日、原子爆弾により、一瞬にして多くの貴い命が奪われ、人間の尊厳が踏みに

じられ、今なお後遺症や心の傷に苦しむ方がおられます。 

  この歴史的事実を風化させないことは、被爆地広島に生きる私たちの使命でありま

す。 

  しかしながら、被爆者の高齢化は年々進み、被爆体験を直接聞くことのできる機会

は確実に少なくなっています。戦争の悲惨さ、核兵器の非人道性を次の世代へどのよ

うに継承していくかは、私たちに課せられた重要な責務であります。特に、若い世代

に対し、核兵器の脅威や平和の尊さを自分事として考えてもらうためには、節目の日

にしっかりと学ぶ機会を設けることが重要ではないでしょうか。 

  令和６年８月６日の平和記念式典にて、寺尾町長は、人類史上最初の原子爆弾によ

る惨禍を経験し、昭和５７年３月に広島県内で一番初めに非核宣言を行い、非核都市

宣言を全国に広める先駆けとなった府中町は、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を

全世界に訴え続けていく必要があります、原子爆弾の犠牲となられた多くの御霊の御

冥福をお祈りするとともに、平和への決意を新たに世界恒久平和実現に向け、核兵器

廃絶へ向けた取組を続けてまいりますと挨拶をされました。 

  そこで、府中町における若い世代への平和教育についてお伺いをいたします。 

  １、現在、府中町における平和教育の取組状況についてお伺いいたします。具体的

には、どのような教育プログラムや活動が行われているのでしょうか。 

  ２、平和教育の推進に当たり、学校や地域社会との連携はどのように進められてい

ますか。また、今後の連携強化の方針についてもお聞かせください。 

  ３、平和教育を通じて子どもたちにどのような価値観や意識を学んでほしいと考え

ていますか。 

  ４、平和教育の充実に向け、今後の具体的な施策や予算配分についての計画があれ

ば教えてください。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（力山 彰君） 答弁。 
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  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  ２番、橋井議員からの一般質問、若い世代への平和教育についてに答弁いたします。 

  １点目の御質問、府中町における平和教育の取組状況、どのような教育プログラム

や活動が行われているのかについてですが、町内の小・中学校では、学習指導要領に

基づき、社会科や総合的な学習の時間、特別活動などにおいて、児童・生徒や地域の

実情に応じた教育活動を実施しているところです。 

  具体的には、広島市の平和記念公園・広島平和資料館での校外学習、地域の方や被

爆者、被爆体験伝承者の方をゲストティーチャーとして学校に招いての学習や、ボラ

ンティアの方による平和に関する本の読み聞かせ、また８月６日の府中町原爆死没者

慰霊式並びに平和記念式では、各校の児童会や生徒会が中心となって作成した千羽鶴

を奉献し、生徒会代表が平和へのメッセージを発信するなど、児童・生徒の発達段階

に応じ、平和について学び、伝え、共に考える活動を行っています。 

  次に、２点目の御質問、平和教育の推進に当たり、学校・地域社会との連携はどの

ように進められているのか、また今後の連携強化の方針はについてと、４点目の御質

問、平和教育の充実に向けて、今後の具体的な施策や予算配分についての計画につい

ては、互いに関連していますので、併せて答弁いたします。 

  まず、２点目の御質問のうち、学校・地域社会との連携についてですが、被爆体験

者の話を聞くなど、家庭・地域の方との関わりを通じて平和について学ぶ機会を設け

ています。地域の方からも、平和について話ができるよとお声をかけていただいてお

り、大変感謝しているところです。 

  次に、２点目の御質問のうち、今後の連携強化の方針と４点目の御質問、今後の具

体的な施策についてですが、町教育委員会では、現在策定中の第５次総合計画及び第

３次教育振興基本計画の基本施策の一つに、学校を中心としたコミュニティーの輪を

広げることを掲げ、学校、家庭、地域が連携・協働することで子どもたちの学びの場

である学校を中心に、地域でつながり、関わり、協力し、共感し、成長するといった

方向性を目指した様々な取組を展開することとしています。 

  こういった取組の中で、平和に関する活動や、戦争、被爆体験の伝承に携わってお

られる方を含め、さらに地域と学校の連携を深め、進めていきたいと考えています。 

  次に、４点目の御質問のうち、予算配分についての計画についてですが、今年度は
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特に被爆８０年事業として予算化されたことにより、この事業の中で広島平和文化セ

ンター元理事長のスティーブン・リーパー氏を招いての平和トークイベントの開催や、

保護者や地域に平和の尊さをつないでいくための横断幕の作成等を行ったところです。 

  教育委員会としては、平和に関する学習を含め、各校が行う教育活動に必要な予算

については、関係各課と協議し、引き続き確保に努めていきたいと考えております。 

  最後に、３点目の御質問、平和教育を通じて子どもたちにどのような価値観や意義

を学んでほしいと考えているかについてです。 

  現在、世界各地で紛争が続いています。また、核弾頭数の増強方針への懸念も高ま

っています。 

  紛争は、私たちの生活や未来を奪います。紛争や原爆の歴史など、平和に関する学

習を通じて、違う考え、文化を尊重する態度、意識を育むとともに、平和の尊さを自

分事として捉え、そのために自分たちに何ができるかを考え、学びを自分の生き方、

生活に生かしていこうとする力、意識を育んでほしいと切に願っております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（力山 彰君） ２回目の質問、ございますか。 

  ２番、橋井議員。 

○２番（橋井 肇君） ２番、橋井です。 

  御丁寧にありがとうございました。 

  現在の平和教育の取組、今後の地域との連携などについて、御丁寧に御答弁をいた

だき、ありがとうございます。引き続き、平和教育のために必要な予算をしっかりと

確保していただくようお願いいたします。 

  被爆の記憶を継承する取組は、年々重要性を増しております。私は、今後の取組と

して、８月６日を登校日と位置づけ、町内の児童・生徒が学校で黙禱をささげ、被爆

体験の講話や映像視聴、平和学習を行う機会を設けてはどうかと考えます。 

  夏休み期間中である８月６日を登校日とすることは、特別な意義があります。８月

６日は、単なる一日ではなく、広島にとって特別な意味を持つ日です。被爆者の高齢

化が進む中、被爆体験を風化させない取組が求められており、広島市内の小学校では、

８月６日やその前後の日を登校日として平和教育を実施しています。 

  また、長崎県では、原爆が投下された８月９日を県民祈りの日として、多くの学校

で平和教育担当者を位置づけるとともに、長崎市のみならず、全ての公立小・中・高
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が８月９日やその前後の日を登校日として平和学習を実施しています。 

  さらに、長崎県の教育振興基本計画の成果指標として、戦争の悲惨さや平和の尊さ

について理解を深めている児童・生徒の割合を１００％にすることを成果指標として

掲げ、この目標は毎年おおむね達成をされています。 

  世界では依然として核兵器が存在し、国際情勢も不安定さを増しています。核抑止

に依存する現実の中であっても、核兵器の非人道性を訴え続けることは決して無力で

はありません。むしろ未来を担う世代が平和の価値を理解することこそが最も力強い

平和構築への一歩であります。 

  だからこそ、被爆地広島に暮らす私たちの町の子どもたちが同じ時間に祈り、平和

の尊さを学び、理解することには大きな意義があると考えますが、８月６日を登校日

とすることについて、教育委員会としてどのようなお考えか、所見をお伺いいたしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（力山 彰君） 答弁。 

  学校教育課長兼職次長。 

○教育次長兼学校教育課長（宍田 貴君） 学校教育課長兼職次長です。 

  ２番、橋井議員からの２回目の御質問に答弁いたします。 

  議員御指摘のように、特別な日である８月６日を登校日とすることにも一定の意義

はあるものと認識してはおりますが、８月６日は、町の府中町原爆死没者慰霊式並び

に平和記念式、広島市平和記念公園での平和記念式典をはじめ、地域でも様々な平和

を考えるイベントが開催され、各メディアからも平和について考える特集など、様々

なコンテンツが提供されます。そして、８月６日は、御親族の命日という御家庭もま

だまだあります。 

  また、近年の酷暑の中、子どもたちをその日に登校させることに対する健康上の課

題、教職員の働き方改革との関係、週休日と重なったときの対応、さらには学校施設

の点検や改修、修繕を行う上で、夏季休業期間は大変貴重なまとまった期間になるこ

となど、多くの課題もございます。 

  こういったことから、教育委員会としては、毎年８月６日を登校日とすることは考

えておらず、そういった日に児童・生徒がそれぞれの家庭や地域で御家族や友人など

と共にしっかりと平和の尊さについて考え、行動することができるよう、引き続き各

校が実施する様々な教育活動を支援していきたいと考えております。 
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  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（力山 彰君） ３回目の質問ございますか。 

  ２番、橋井議員。 

○２番（橋井 肇君） ２番、橋井です。 

  教育委員会におかれましては、様々な観点から検討を重ねられた上で、現時点では

８月６日を登校日としないとの判断を示されたものと受け止めております。まずは、

その御努力の敬意を表します。 

  その上で、やはり広島市に隣接し、共にあの惨禍を経験した本町において８月６日

が持つ歴史的・教育的意義は極めて大きいものがあると改めて申し上げます。 

  ８月６日は、広島に生きる私たちにとって特別な意味を持つ日であり、次世代に平

和の尊さを継承していく重要な機会であります。 

  本町の子どもたちにとってもその意義は決して小さくないと考えております。  

  先ほど紹介した広島市や長崎県での取組もぜひ参考に、登校日とするか否かという

二者択一ではなく、例えば半日登校や学年別の取組、オンラインの活用など、多様な

方法の可能性についても継続的に検討を行っていただくこと、そして子どもたちの未

来のために町全体で平和教育の在り方を共に考えていく姿勢を大切にしていただくこ

との２点を要望し、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（力山 彰君） 続いて、総務文教関係、第２項、府中町の技術系職員の人材確

保について、５番、松本議員の質問を行います。 

  ５番、松本議員。 

○５番（松本真明君） ５番、松本でございます。 

  私は、府中町の技術系職員の人材確保についてお尋ねしたいと思います。 

  近年、民間企業の採用意欲が高まり、いわゆる求職者優位の売手市場が続いていま

す。厚生労働省と文部科学省が２０２５年３月に発表した大学等の２０２５年３月卒

業予定者の就職内定状況によると、大学生の就職内定率は９２．６％で、前年同期の

結果を１．０ポイント上回り、同時点での調査開始１９９０年度以降での最高を記録

し、大学生の就職内定率は、新型コロナウイルスの影響が及んだ２０２１年３月卒業

予定者のときに８９．５％と９０％を割り込んでおりましたが、その後、４年連続で

上昇しております。 

  一方で、自治体全体における採用側の視点で見てみると、総務省の調査資料、地方
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公務員における働き方改革に係る状況、令和６年度地方公共団体の勤務条件等に関す

る調査結果の概要によると、競争試験の状況においては、受験者数は低下、合格者は

増加傾向と、競争率について減少傾向が見られております。質の確保という面では課

題が残る傾向かと思われます。 

  また、総務省調査、人材確保に係る自治体の課題認識によると、主に３つの職種、

１、土木技師、２、保健師、３、建築技師に関しては、それぞれの人材体制確保に関

して大きな課題があると答える割合が大きく、今後も売手市場が続いた場合、技術系

職員は全国の自治体で採用が困難となる傾向が高止まりする可能性が高いと考えられ

ます。 

  やはり自治体においては、道路や河川などインフラの整備や維持管理、近年の課題

である災害時の復旧計画策定などハードの行政サービスを担う人材の継続的な確保は、

今後も府中町において大切であると考えております。 

  土木建築など専門的な知識は、短期間での習得が難しく、特に技術系職員において

は、経験工学と言われるほど現場の経験が非常に重要となり、今後の人材確保におい

ては、新卒・中途採用を問わない柔軟な採用活動の運用が今後の人口減少下における

人材確保の手段において重要であると考えるが、現状の府中町の技術系職員の採用活

動の実情と近年の傾向について伺います。 

○議長（力山 彰君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（谷口充寿君） 総務企画部長です。 

  ５番、松本議員からの一般質問、府中町の技術系職員の人材確保についてに答弁い

たします。 

  まず、府中町における土木・建築等の技術系職員の採用についてでございますが、

専門性が高く、短期間での育成が困難であることから、計画的な人材確保に努めてい

るところでございます。 

  平成２８年度から令和７年度までの過去１０年間の採用状況は、職種ごとに１名か

ら３名で、年度によりばらつきがあるものの、近年は、応募者数自体が減少傾向にあ

り、特に土木・建築の専門職については、受験者が少数にとどまる年度や募集を行っ

ても採用に至らなかった年度も見受けられる状況となっております。 

  背景といたしましては、全国的な技術職志望者の減少、民間企業との人材獲得競争
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の激化、さらには人口減少の進行などが影響しているものと認識しているところでご

ざいます。 

  こうした状況を踏まえ、本町では、従来の新卒中心の採用に加え、社会人経験者を

対象とした中途採用枠の設定や年齢要件の緩和、広島県が実施している土木職の合同

採用試験への参加など、柔軟な採用手法の導入を進めているところでございます。 

  技術系職員は、議員御指摘のとおり、経験工学と言われるほど現場経験が重要であ

り、一定の年数をかけた人材育成が不可欠であります。そのため、採用と併せて若手

職員の計画的な育成や技術継承の仕組みづくり、再任用職員や会計年度任用職員の活

用など、多角的な人材確保・人材育成策を講じていく必要があると認識しているとこ

ろでございます。 

  今後におきましても、人口減少社会における人材確保の厳しさを踏まえ、新卒・中

途を問わない柔軟な採用活動の運用を一層推進するとともに、働きやすい職場環境の

整備や技術力向上の支援を通じて安定的な技術系職員の確保に努めてまいります。  

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（力山 彰君） ２回目の質問はございますか。 

  ５番、松本議員。 

○５番（松本真明君） ５番、松本。 

  御答弁ありがとうございます。 

  やはり今後の採用に関しては、景気の変動があるにせよ、若年層の需給を考えると

ある程度思い切った方針を打ち出す必要があるかもしれません。 

  例えば給与面、正直、若い世代に関しては民間と比べ全く勝負になりません。先日

には、千葉県我孫子市において令和８年度から土木系技術職向けに初任給調整手当を

新設すると発表いたしました。民間企業並みに初任給を引き上げることで人材確保を

急ぐのが理由のようで、３月定例市議会に条例改正案を提出するようです。人口

１３万人ほどのベッドタウンで、面積４３．１５平方キロメートルの、府中町と比較

するには適正ではないかもしれませんが、一つの参考になるかと思います。 

  また、採用の方法に関しては、募集の間口を広げることに加え、民間のようなイン

ターンシップ制度、仕事内容を理解するきっかけづくりも非常に重要かと思います。 

  ちなみにですが、隣接する広島市においては、技術系職員というくくりではありま

せんが、広島市役所への就職を希望・検討している学生を対象にインターンシップを
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開催しており、我が府中町においてもこのような取組は就職後のギャップを緩和する

のにも非常に有効であると考えます。 

  それに加え、技術系職員に関して即戦力という点では、中途採用も非常に重要であ

ると考えます。むしろ今後の若年層の絶対数の減少を考えますと、新卒にこだわらず、

積極的に中途採用を受け入れる仕組みづくりを軸として考えてよいかもしれません。 

  中途採用を行うに当たっては、公務員を選択肢として考えていない方にも目に入る

ように、民間の転職サイトへの掲載なども必要となってくるかもしれませんし、この

辺は少々自治体のスケール感にもよるかと思います。 

  これらを踏まえまして、府中町において、今後、府中町の技術系職員の人材確保に

関してどのような方策を考えておられるのか、教えていただきたく思います。 

○議長（力山 彰君） 答弁。 

  職員課長。 

○総務企画部次長兼職員課長（岩﨑雅男君） 職員課長兼職次長です。 

  ５番、松本議員からの２回目の御質問、今後の技術系職員の人材確保策について答

弁いたします。 

  まず、採用の間口を広げることに加え、仕事内容を事前に理解していただく機会を

設けることの重要性につきましては、議員御指摘のとおりであると認識しております。 

  隣接する広島市においては、広島市役所への就職を希望・検討している学生を対象

としたインターンシップが実施されているとのことですが、府中町におきましても就

職後のミスマッチの防止や職務理解の促進という観点から、技術系職種を含めたイン

ターンシップや職場体験の充実について今後検討してまいります。 

  特に、技術系職員につきましては、現場での経験が重要であることから、在学中の

段階で実際の業務内容や職場環境を知っていただくことは、志望動機の醸成や定着率

の向上にもつながるものと考えます。 

  また、即戦力の確保という観点からは、中途採用の積極的な活用は極めて重要であ

ると認識しております。今後、若年層人口の減少が見込まれる中、新卒採用のみに依

拠することは難しく、社会人経験者の採用をより一層推進していく必要があると考え

ております。 

  そのため、これまでも実施してまいりました社会人経験者枠の設定に加え、募集時

期や年齢要件の柔軟化、選考方法の見直しなど、受験しやすい環境整備を検討してい
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るところでございます。 

  その具体的な取組の一つとして、府中町では、令和７年度から採用プラットフォー

ムサービス、パブリックコネクトを導入いたしました。 

  パブリックコネクトは、自治体に特化した採用情報発信・応募管理システムであり

まして、職種ごとの業務内容や先輩職員インタビューの掲載、写真や記事による仕事

内容の見える化、求職者が会員登録を行い、自治体をフォローすることで最新情報を

受け取ることができる仕組みといった広報機能に加え、インターネットによる受験申

込み、応募者情報の一元管理、試験日程や連絡事項のメッセージ通知、合否結果の通

知など、応募から合格通知までを一元的に管理できる仕組みを備えております。 

  このような仕組みの導入により、応募者にとっての利便性が向上し、受験しやすい

環境づくりにつながるものと考えております。また、民間企業等で勤務されている方

にも情報が届きやすくなり、中途採用の強化にも資するものであるというふうに考え

ております。 

  今後におきましては、新卒・中途を問わない柔軟な採用活動の展開、インターンシ

ップ等による職務理解の促進、即戦力人材の確保、そして計画的な人材育成を柱とし

て持続可能な技術職員体制の構築に努めてまいります。 

  なお、御紹介のありました他自治体における土木系技術職向けの初任給調整手当に

つきましては、今後の課題として受け止めさせていただき、調査・研究を進めてまい

ります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（力山 彰君） ３回目の質問、ございますか。 

  ５番、松本議員。 

○５番（松本真明君） ５番、松本。 

  御答弁ありがとうございました。前向きな答弁をいただき、大変うれしく思います。 

  私が思うことは、自治体の技術系職員は、地域の道路や河川、公共施設の整備を通

じ、身近な生活を支える、誰かがやらなければいけない本当に大切な仕事でございま

す。その魅力と意義というものに加え、待遇のバランスを考慮していただき、府中町

の持続可能なインフラ整備・維持のために人材を維持していただくことを願いまして、

私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（力山  彰君）  以上で、第２項、府中町の技術系職員の人材確保について、
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５番、松本議員の質問を終わります。 

  ここで、少し早いですが、昼休憩に入ります。午後、１３時から再開いたします。

休憩。 

（休憩 午前１１時５１分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○副議長（森本将文君） 議長を交代しました。 

  休憩中の議会を再開します。 

  引き続き、一般質問を行います。 

  総務文教関係、第３項、下岡田官衙遺跡の今後の活用と保存は、６番、梶川議員、

下岡田官衙遺跡の保存・活用計画、１５番、田中議員の質問を行います。 

  ６番、梶川議員。 

○６番（梶川三樹夫君） 下岡田官衙遺跡が国の史跡になって、もはや５年目を迎えよ

うとしております。 

  そこで質問いたします。 

  下岡田官衙遺跡の今後の活用と保存は。 

  質問趣旨でございます。 

  令和３年３月２６日、下岡田官衙遺跡が国史跡に指定されて５年を迎えようとして

います。 

  この遺跡は、奈良時代に国によって設置された安芸駅家である可能性が極めて高い

遺跡で、古代山陽道の学史的な意義が大きく、重要なものとされています。 

  町は、これまで地域の人たちの理解と関心を深めるため、毎年解説講座を開いたり、

小・中学生には教材の充実を図るなど、遺跡の価値への理解とその伝承のため、努力

をされてきたと思います。 

  そこで、今後の遺跡の活用と保存の計画についてお聞きいたします。 

  １つ、今後の取得計画と見通しは。 

  ２つ目、見学に来られる人の駐車場は確保できないか。県外からもいろいろ来られ

ていますけども、駐車場がないために非常に不便に思われている方も多いと聞いてお

ります。 

  ３番目、遺跡の説明看板を大きくして内容を詳しくすることはできないか。 
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  ４番目、今後、広島県と連携を図り、下岡田官衙遺跡の価値を共に学び、広めてい

きたいと思いますが、どうでしょうか。 

  要求資料として、遺跡指定された範囲と取得済みの範囲の図面を頂いております。

参考にしてください。 

○副議長（森本将文君） １５番、田中議員。 

○１５番（田中伸武君） 田中伸武です。 

  梶川議員と事前に示し合わせたわけではありませんので、質問内容にダブりやそう

でないところ、行き違い、行き違いと言ったらおかしいですね、若干そご、そごもあ

っちゃいけんか、ちょっとダブりがあることをお許しください。 

  私の質問は、ほぼ同じなんですけれども、述べさせていただきます。 

  下岡田遺跡は、この３月で国の史跡指定から満５年、そして町教委が保存活用計画

を策定してから満２年になります。この間に国の補助を受けて、用地の公有化、買収

が進められていますが、現場で目に見える変化というのはないわけですよね。現地の

説明看板も、史跡指定の後にちょっとやり替えたんですけれども、国の史跡になった

という明確な表現がないために、訪れた人は何が何だか分からない、行ってみると空

き地がただ広がっているだけ。悪く言うんですけども、府中最大がっかりじゃないか

とも言われるわけで、ちょっと残念な状態がここ５年続いておるわけですね。 

  遺跡の価値は、言うまでもありません。律令時代の官道の人馬、人と馬の中継所、

駅家ですけれども、その可能性が極めて高いということですけれども、全国でもはっ

きり遺跡として出てきて指定されているのは、兵庫県上郡町の野磨駅家遺跡とここの

府中のこの２か所しかないんですよね。奈良の都と大宰府を結ぶ最大の道路であり、

情報であり、高速ハイウエーであった中で２つしかない。  

  さらに、府中の場合、安芸の国府の国衙、今でいうと県庁ということになるんです

けれども、その一部であったかもしれないなんて話がついこの間も、奈良埋文センタ

ーの方が来られて、うん、その説は別に否定できませんよみたいな話をして、そうい

った話もまた広がるわけであります。 

  礎石、どういう遺跡だったか目には見えないんだけれども、礎石がきちっと出てき

た建物が２棟もある。ほかにも幾つかの建物の跡や、石の並んだ溝だとか井戸とかが

見つかって、全部、今埋め戻されておるわけですけれども、出てきた瓦の量も相当あ

るし、土器や木片、木簡まで多数出てきたと。 
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  府中公民館に併設された歴史民俗資料館に一部が展示されて、皆さんの興味を引い

て学習になっておるわけですね。 

  そんな中で昨年から史跡指定地の隣接地で宅地開発が始まっております。土地がか

さ上げされて、造成があって、アパートが建設中。こちらのほうはよく見えるわけで

すよね。業者が看板を立てて、訪れた人にこんなんができるよなんて示している。肝

腎の史跡指定のほうは何が何やら分からんけど、アパートだけは、ど真ん中でアパー

トだけはこういうなんができるよというのが分かっておるという、ちょっと不思議な

状態なわけですね。 

  この隣接地は、指定地ではないんですけれども、遺跡の中にあるところであります

から、いわゆる周知の埋蔵文化財包蔵地ということで、遺跡の一部にあることには間

違いないわけですね。 

  ちょうど駅家跡だった場合の建物の並びからいうと、奥の建物、正面の建物、それ

に控える脇の建物という並びになる、そのど真ん中の辺りに今回造成が進んでおるわ

けでありますね。 

  そういう状態でありますから、今どうなっておるんかね、どういう状況なんかね、

住民からも分からんねという声を聞いて、よく質問が出るわけですし、歴史学や考古

学の関係者からも町教委に相次いで意見や質問や申入れがなされているところであり

ます。一部は新聞でも報じられたところであります。 

  そこでお尋ねであります。 

  保存活用計画、２年前に定めた保存活用計画の進捗。 

  それから、こういう時代になったら計画の変更があるんじゃないかと。どうなって

いるか。 

  用地の公有化は着々のようですが、どう進んでいるのか。 

  それと、計画のスケジュールが今後どう変更されるのか。これについてであります

ね。 

  先ほど言ったアパートが建っている隣接地というのは、将来は買収できるかもしれ

ない、公有化できるかもしれないということを念頭に２年前の保存活用計画は策定し

ているわけでありますから、今回ちょっと可能性がなくなるということで計画もちょ

っと変更せにゃいけんのじゃないかと、実際することになるんじゃないかということ

でありますね。 
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  スケジュールの中には、暫定的な整備という言い方もしてあるわけでありますから、

この辺もどうなっているのか、お伺いするところであります。 

  それから、２番目の質問は、そういう開発が行われる前に、それを見越して、そこ

の土地の下で試掘調査が行われているわけですが。試掘、試し掘りですよね。本格的

な発掘調査ではないので、報告書や、きちっとした報告書、作られないということで

すけれども、試掘はどうだったのか。 

  そして、それ以外にも本年度は調査が行われている。レーザー探査という方法のよ

うですけれども、こういったものが今どうなっておるのか、お伺いいたします。  

  調査報告書がまとまる直前の第２次調査、国の史跡指定がされた後で行われた調査

ですら、大きなものが出てきているんですね。今、瓦ですけれども、３０センチ掛け

る２２掛ける６センチの結構大きい瓦、重さが５．７キロある。ずっしりと重い。解

説の講座のときにちょっと展示されて、どうとかといって重たいのを持たせたりした

こともあるようですが、こんなのが国の史跡指定を受けた後の調査ですら出てきてお

ると。まだまだ掘れば出てきておるという、そんな感じじゃないでしょうかね。 

  この瓦が出てきたのは、幸い役場関係者の地主の土地だったので、発掘に協力的だ

ったということでよかったなと思うわけですけれども、こういう近年の調査でもいろ

いろ期待が出てきておるというわけです。どういう最近の調査成果があったのかをお

伺いいたします。 

  それから、３番目は、先ほども言いましたけども、考古学団体などの申入れと対応

についてであります。 

  宅地開発が目に見えるようになって、やっぱり考古学や歴史学の関係者、全国から

町教委や県や文化庁に対して相次いで意見というか申入れが行われていると伺ってお

ります。 

  日本考古学協会が昨年９月２５日付で町教委と町と、それから県教委と県、それか

ら文化庁に出した広島県安芸郡府中町下岡田遺跡の保存・活用に関する要望書という

のは、これは新聞でも紹介されましたね、中国新聞でも。このほか、文化財保存全国

協議会、芸備地方史研究会、ひろしま文化財研究者有志の会などが町教委に申入れを

されたとウェブサイトなどで公表されているわけですね。 

  いずれも、下岡田遺跡の歴史的価値、その重要性を指摘して、これをきちっとスタ

ッフなんか体制を整えて未指定地を含めた遺跡の保存・活用を考えてねという、そう
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いう内容のものだったと伺うわけですけれども、町教委はどうそれをお聞きして対応、

回答もされたのか、改めてお伺いいたします。 

  それから、４番目の質問は、暫定整備や今後のスケジュールの話ですね。 

  最初に触れましたように、開発行為があったために今後のスケジュールも変更して

変えなきゃいけない。ただ、今までの保存活用計画だと本格的な整備計画は１０年後

に、１０年以上、大分先に行われることになっておるわけですが、これが早まること

になるわけですね。けがの功名という言い方はおかしいんですけれども、スケジュー

ル自体は一部の土地を諦めることによってやり直すということで、本格的な整備が早

まるということになるんじゃないかと思うわけですが、それをどうお考えになるでし

ょうか。 

  そして、その間の暫定整備ですね。 

  梶川議員も指摘されましたけども、やっぱり５年たっておるわけですから、この間、

目に見えるものが欲しい。説明板や案内板、あるいはちょっとした休憩所も含めてで

しょうけども、まさに暫定的なものはやはり要るんじゃないかということですね。 

  保存活用計画の中には暫定的な整備について写真入りで事例まで示されております

ね。空き缶やロープで遺跡のあった場所を運動会のときのライン引きのように示すと。

そういう暫定的な方法で見えるような形、遺跡が分かるような。 

  岐阜県関市の塚原遺跡、あるいは大分市の大友氏遺跡、こんな暫定措置をやってい

るところがありますよというのをわざわざ保存活用計画の中に口絵入りで載っけとる

わけですね。植木鉢ひっくり返して置いておるだけでも分かるじゃない、そんなのも

いいんじゃないのということですが、ここら辺も考えるべきじゃないかと思うわけで

あります。 

  以上、下岡田遺跡に関しては、多くの人が何度も質問しておりますけども、やっぱ

り状況に変化がある中で今後どうするかということについてのお尋ねであります。よ

ろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  ６番、梶川議員の一般質問、下岡田官衙遺跡の今後の活用と保存はについて、

１５番、田中議員の一般質問、下岡田官衙遺跡の保存活用計画について、答弁いたし
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ます。 

  まず、梶川議員の１点目の御質問、今後の取得計画と見通しはと、田中議員の１点

目の御質問、保存活用計画の進捗状況と変更の内容についてです。 

  史跡指定地の用地取得状況ですが、要求資料の遺跡指定された範囲と取得済みの範

囲の図面を御覧いただければと思います。 

  石井城２丁目内の線で囲んだ部分が史跡指定地の範囲です。範囲内には①から④ま

で４名の土地所有者がおられます。そのうち、令和６年度に①の部分を取得し、令和

７年度に②の部分の土地を取得いたします。今後は、令和９年度に③の部分の土地を

取得する予定です。④につきましては、現在は、土地の南側にありますアパートの進

入路であるとともに、入居者の駐車場になっていることから、当面の取得予定はござ

いません。 

  これに伴いまして、保存活用計画の策定時は、令和１２年度まで公有化の期間を取

り、令和１４年度、１５年度で整備基本計画を策定するものでしたが、令和９年度に

取得できる土地の公有化が一旦は完了する予定であることから、令和１０年度、

１１年度の２年間で整備基本計画を前倒しで策定することにしております。 

  次に、田中議員の２点目の御質問、計画策定後の試掘や最近の調査の内容、成果に

ついてです。 

  令和６年２月に、史跡指定地の隣接地においてアパート建設に伴う試掘調査を実施

しております。該当地は、史跡指定地と同様に下岡田遺跡の中心部に位置しており、

昭和３８年に実施された第１次下岡田官衙遺跡発掘調査では、瓦ぶき礎石建物跡や石

列遺構が確認されている場所でございます。 

  今回の試掘調査では、瓦ぶき礎石建物跡の一部、石列遺構の一部、第１次調査の未

調査部分の３か所を調査いたしました。その結果、瓦ぶき礎石建物跡の一部では、地

表から約１．４メートルから１．８メートルの深さで礎石を確認し、石列遺構の一部

では、地表から約０．７メートルから０．９メートルの深さで石列遺構の一部を確認

しております。第１次調査の未調査部分では、地表から約１メートルの位置で瓦や陶

器の破片を含む石の集積と、礎石と推定される大きな石を確認しております。 

  これらの試掘調査結果や過去の発掘調査記録を踏まえ、アパート建設に当たり、広

島県教育委員会の指導の下、建築業者とも協議を重ね、遺構に影響が及ばない建築計

画が策定されています。建築工事の際には、町教育委員会により、工事立会を行う予
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定となっています。 

  また、別の調査として、先月、令和６年度に公有化した史跡指定地の未調査部分に

ついて、地中レーダー探査を実施しました。これは、今後の発掘調査に向けた事前調

査として、遺構の存在が想定される箇所を把握し、発掘調査範囲の検討を行うための

ものです。現在、取得したデータの解析を進めており、今月中には結果が出る予定と

なっております。 

  次に、田中議員の３点目の御質問、考古学関係団体などの申入れと対応についてで

す。 

  考古学関係団体からは、主に、下岡田遺跡の保存・活用に関する要望としまして、

日本考古学協会など４つの考古学団体から要望書が届いております。 

  主な要望は２つありまして、１つ目は、保存活用計画に基づき、計画した事業を確

実に実施するとともに、未指定地を含む遺跡全体を保存・活用するための具体的な計

画を策定し、周辺一帯のまちづくりに生かしていくこと。 

  ２つ目は、地域に根差した遺跡の保存・活用施策が長期的展望の下で計画的に実施

できるよう、専門職員の配置を含む行政組織の整備・拡充を進めることとの内容でし

た。 

  １つ目の要望については、保存活用計画に基づき、計画的に諸事業を実施している

こと、また史跡指定地以外にも本質的価値を有する遺構等が広がる地域も活用に係る

範囲として一体的に活用を図る予定の旨、回答しております。 

  また、２つ目の要望につきましては、埋蔵文化財に関する専門知識を有する職員を

埋蔵文化財担当職員、学芸員として任用している旨の回答をしております。 

  次に、梶川議員の２点目の御質問、駐車場は確保できないか、３点目の御質問、説

明看板を大きくし、内容を詳しくすることはできないか、田中議員の４点目の御質問、

今後のスケジュール見通し、暫定整備、解説看板などの工夫についてです。 

  今後のスケジュールにつきましては、第５次総合計画の期間中に、史跡の公有化を

進めるとともに、整備基本計画を策定し、国の補助金を活用することで史跡の整備や

保存・活用に必要な施策に計画的に取り組んでまいります。 

  駐車場の確保及び説明看板につきましても、史跡の保存を最優先としつつ、整備基

本計画の中で検討してまいります。 

  なお、遺跡の説明看板につきましては、図面、イラスト、写真やＶＲなどを活用し、
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視覚的にも分かりやすい構成にするとともに、史跡の価値や特徴を明確に示すことが

できるように改修したいと考えております。 

  最後に、梶川議員の４点目の御質問、今後、広島県と連携を図り、下岡田官衙遺跡

の価値を共に学び、広めていただきたいと思うがどうかについてです。 

  本遺跡につきましては、広島県の施設と連携した情報発信が行われています。福山

市の広島県立歴史博物館では、常設展示の中で下岡田遺跡出土の軒丸瓦などが展示さ

れており、また三次市の広島県立歴史民俗資料館の特別企画展におきましても、本遺

跡のコーナーが設けられ、出土した瓦などが展示されました。 

  さらに、府中町歴史民俗資料館の企画展におきましても、広島県内の官衙遺跡の出

土品を併せて展示するなど、遺跡の歴史的な位置づけや古代の技術について理解を深

めていただく取組を行っているところです。 

  今後も、各施設での展示、講演会や歴史講座の開催などを通して、遺跡の価値を共

に学び、広く発信していく取組を進めてまいります。 

  令和３年、下岡田官衙遺跡が国史跡に指定されてから間もなく５年が経過いたしま

す。その間、本遺跡の適切な保存と活用を図るための基本方針として、令和６年に保

存活用計画の策定を行い、計画に沿って史跡の保存のために土地の公有化を進めてき

ました。 

  また、令和４年から、国史跡指定記念シンポジウムを開催し、それ以降、年に一度

は本遺跡に関する講演会等を開催し、周知・啓発に努めております。 

  今後も、本史跡に理解を深め、確実に次世代へ継承するため、その活用、整備に向

けた取組を進めてまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（森本将文君） ２回目の質問はございますか。 

  ６番、梶川議員。 

○６番（梶川三樹夫君） 答弁、ありがとうございました。 

  下岡田官衙遺跡の公有化は、一部残念な範囲もありましたが、令和９年度に一旦は

完了する予定であることから、１０年度、１１年度の２年間で整備基本計画を前倒し

して策定するということなので、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、下岡田官衙遺跡に関心のある方々が、町内はもとより、遠方からも来られて

いると聞いております。歴史民俗資料館を見て、いざ現地に行こうとしても駐車場が
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ないために歩いていくかタクシーを呼んでいくかしかないのが現状であると思います。

駐車場が確保できる場所を整備して、説明看板も、答弁にあったように、図面、イラ

スト、写真やＶＲなどを活用して視覚的にも分かりやすいものにしていただきたいと

思います。 

  また、先月２８日、ふるさと再発見講座があり、府中町の歴史に興味を持っておら

れる方々が満席で学んでおられましたが、同じ時間に、同じ日の同じ時間に広島市の

東区民センターでも国史跡下岡田遺跡を考える会が開催されており、これらが連携さ

れれば両方に行って学べたのにと残念がっておられました。なかなか連携することは

難しいかもしれませんが、もし情報が入れば、日時等に配慮していただければとお願

いいたします。 

  今後とも、広島県や各研究機関との連携を図り、この遺跡の価値や特徴を広め、こ

の遺跡をまちづくりに活用していただくことを期待して、私の質問を終わります。 

  以上、要望です。 

○副議長（森本将文君） １５番、田中議員。 

○１５番（田中伸武君） 私も再質問に当たって、幾つかの課題は指摘させていただく

ことで再質問とさせていただきたいと思います。 

  御答弁にはあんまり詳しくありませんでしたけども、アパート建設に当たっては、

県教委とか文化庁とか、そういった関係者も現地を訪れたと伺っております。県も開

発許可を出すに当たっては、そのアパートの基礎の構造とか設計とか、これはかなり

詳しく業者と交渉して、その下の文化財に当たらんように、基礎くいの場所も何セン

チ単位になるんでしょうか、いろいろ交渉されて御苦労があったとお聞きしておりま

す。そうした努力には、町、県、文化庁、敬意を表したいと思います。 

  それで、御答弁にありました、最初に伺った公有化の進捗状況、買収の進捗状況で

すね。図面の①、②と言ってもちょっとここの傍聴者や町民には分かりにくいんじゃ

ないかと思いますけれども、要するに指定地が３，６００平米あって、令和６年度の

予算のうちの１億４，８００万で１，８００平米を公有化した、一番広いところです

ね。元農協の貸し農園があったとか。つまり３，６００平米の半分を公有化したと。 

  そして、本年度中に残りのうちの、これはあそこの農道、岡田農道の碑が建ってお

るすぐへりの辺りのアパートが建ってないほうということになるわけですけれども、

これ、５００平米近く、これがざっと３，０００万円で、本年度中、だから今月もう
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あと何日しかないわけですね。公有化されると。 

  そうすると、全体で指定地の６割ちょっとぐらいが１億、２億円近くのところでほ

ぼ公有化されたということになるんじゃないかと思います。公有化については、非常

に計画どおりといいますか、着々と進んでいるのでよく分かると思いますが、それが

全く町民には見えてない。そういうところも説明が要るような気がいたしますが、

着々と進んでいると思います。 

  それから、試掘の結果、さっき御答弁いただきましたけど、僕も若干聞いておるわ

けですが、すごいですね。試し掘り、試掘という簡単な調査でありながら礎石を確保

しておる。確保というか、確認しておる。その確認した礎石は、これもまた分かりに

くいんじゃけども、脇殿のもう片方の部分の端っこじゃないかと素人目にはというか、

学者もその可能性があると見ているらしいですけれども、見るわけですね。 

  だから、多くの建物、メインの正殿、そしてその下に２つ控える脇の脇殿２つ、こ

の片っ方の脇殿のほうが今まで痕跡なかったのに、礎石が、しかも試掘で出てきた。

残念ながら、その上がアパートの敷地になって埋め戻しておるわけですけれども、こ

れ、新聞の見出し風に言うと「もう一つの脇殿の礎石か、駅家の規模裏づけの大発

見？」ぐらいの見出しになるかもしれません。 

  これは、要するに史跡指定をした、さらに後からでも掘れば、しかも試掘という簡

単な発掘でもこんなものが出てきておるわけですね。すごいんじゃないかと思うわけ

であります。 

  それから、もう一つのレーダー探査のほうは、これは今解析中ということですけれ

ども、これも今月中ということだから、あと何か２週間の間に出てくるんですけどね。

レーダー探査は２０１８年にも行われていまして、そのときは買収しない駐車場のと

ころでしたけれども、あれはアスファルトの上からやって、ぼんやりとした何かある

んかなみたいなのが出てきたというふうに報告書にありますよね。はっきりとは確認

できなかった。 

  でも、今回のレーダー探査は、アスファルトの上じゃのうて、土の農地の上ですよ

ね。ひょっとしたらまた何か出てくるんじゃないの。何か確認されるんじゃないの。

しかもレーダー技術は、８年前に比べたら発達しておるかもしれない。何か新聞見出

しになるような発見が出るんじゃないかと、ついちょっと期待しているわけでありま

す。 
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  次々期待が膨らむわけですけれども、さっき言ったように、目の前の様子は変わら

ないまま。暫定整備のとにかく看板については梶川議員も強く訴えられておるわけで

すが、これ、大事なんですね。行ったら、何が何やら分からん。 

  さっきの御答弁では、図面やイラストや写真、ＶＲなどを活用し、視覚的にも分か

りやすい構成に改修しますとありますが、これはいわゆる本格的な次の整備の中でや

ることだけでなく、暫定整備の中でも取り入れることはぜひやってほしいなと思うわ

けです。 

  今ある看板は、指定地の何か簡単地図があるけど、すんごくかすれたり小さくて分

かりにくいんですね。僕、いつも思うんじゃけど、あっこでマジックで書いちゃろう

かと思って、現在地とかというてちょっと書いておく。山陽道とかといってちょちょ

ちょっと書くだけでも何か分かるような気がするわけですね。 

  私も歴史文化財ガイドクラブのボランティアガイドを、あそこ、することあるんで

すけども、指を指してこうやってやると、ああと言って分かってくれる。だって、何

もないんですからね。看板もそういう素っ気ない看板ですからね。 

  この建物は、今ここにこんな建物があって、こう並んで、こっちあったんよと言っ

て指さしてここでやると、ははあ言うてから、みんなびっくりしてくれる。ほいで、

今、バス通ったあっこの向こうは海じゃったんよというて言うと、ああ、そうですね

と。 

  ＶＲ以上に現場で律令時代の姿を想像して歴史を実感することができるわけであり

ます。そのためには、やっぱり現地で何がしのが分かることがないといけないと思い

ますね。あんまりお金をかけなくてもできる工夫があると思いますので、そこらはぜ

ひ暫定整備の中で考えていただきたいと思うわけです。同時に、それができるんなら

ホームページのほうもできるんじゃないかと思うわけであります。 

  以上、再質問でありますけれども、課題を指摘して、さらに当面の整備を図ってい

ただくよう求めることで再質問にしたいと思います。 

  下岡田は、下岡田、名前だけ聞くけど分からん、どうなっとん、行ってがっかり、

下岡田、行ってがっかり、しもうたとならんように、逆に下岡田行って得になったよ

と、やっぱしよかったよ、やっぱしもうかったというぐらいの遺跡になるように、ぜ

ひ整備を進めるべきじゃろうと思うわけであります。ありがとうございました。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 
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  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  ありがとうございました。 

  議員おっしゃるとおり、下岡田遺跡につきましては、町の財産とも言えるべきもの

ですので、整備計画につきましては、令和１０年度について策定することにしてます

けども、その間にできることはしっかりとやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

  子どもたちにもしっかりと町のブランドといいますか、下岡田のことをしっかりと

知っていただいて、そして子どもたちからだんだんと下岡田の大切さ、そして府中町

に国史跡があるんだということを理解していただいて、町の誇り、そういったものに

つなげていただければと思っておりますので、これから順次整備のほうを考えていき

たいと思いますので、また御理解と御協力のほう、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○副議長（森本将文君） ３回目の質問ございますか。 

  １５番、田中議員。 

○１５番（田中伸武君） 終わります。 

○副議長（森本将文君）  以上で、第３項、下岡田官衙遺跡の今後の活用と保存は、

６番、梶川議員、下岡田官衙遺跡の保存活用計画、１５番、田中議員の質問を終わり

ます。 

  続いて、総務文教関係、第４項、誰一人取り残さないための学力向上政策について、

１２番、山口議員の質問を行います。 

  １２番、山口議員。 

○１２番（山口晃司君） １２番、山口。 

  それでは、誰一人取り残さないための学力向上政策について質問いたします。 

  保護者が義務教育に望むことの一つに、将来に直結する基礎学力の確実な定着があ

ります。 

  その背景には、格差拡大への危機感や、塾に通わせることのできない家庭の不安、

高校受験や進学後への不安などがあると考えます。 

  次期総合計画においても教育目標が定められるものと思いますが、今期、教育委員

会が掲げている学力向上の数値目標及び到達基準について、現状をどのように評価さ
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れているのかをお聞かせください。 

  また、学校現場では様々な取組が行われていると承知しておりますが、誰一人取り

残さない学力政策という観点から、学校だけでは対応が難しい課題として、つまずき

の早期発見と対策、家庭との役割分担の整理、家庭学習習慣の定着支援などが重要に

なると考えます。 

  教育委員会として認識している今後の課題についてお聞かせください。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  １２番、山口議員からの一般質問、誰一人取り残さないための学力向上政策につい

て答弁します。 

  まず、今期、教育委員会が掲げている学力向上の数値目標及び到達基準についてで

すが、第４次総合計画では、学力向上に係る数値目標として、全国学力・学習状況調

査の強化に関する調査の結果において、小学校で県平均よりも５ポイント、中学校で

県平均よりも３ポイント上回る、また同じく全国学力・学習状況調査の正答率３０％

未満の児童・生徒の割合を、小学校で２％以下、中学校で４％以下とするというもの

です。 

  今年度の結果としましては、まず教科に関する調査の結果について、小学校が県平

均６４％に対し６７．５％と、県平均を３．５ポイント上回るとともに、中学校では

県平均５１％に対し５２．５％と、県平均を１．５ポイント上回りました。しかし、

いずれも目標値を上回ることができず、未達成となりました。 

  また、正答率３０％未満の児童・生徒の割合ですが、平成３１年度に全国学力・学

習状況調査の出題形式が変更された結果、正答率３０％未満の児童・生徒の割合が全

国的に大きく増加したこともあり、小学校で県平均１０．１％に対し７．１％、中学

校で県平均２３．１％に対し２１．７％と、いずれも県平均を下回りましたが、目標

は未達成となりました。 

  この結果に対し、教育委員会としては、目標は全て未達成となりましたが、小学校、

中学校ともにいずれの指標も全国平均、県平均よりもよい数値となっていることから、

学力向上に対する学校の取組は一定の成果を上げているものと評価をしています。 

  次に、誰一人取り残さない学力政策の観点から、教育委員会として認識している今
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後の課題についてです。 

  議員御指摘のとおり、誰一人取り残さない学力政策を進める上では、いかに早く児

童・生徒のつまずきを見取り、対応するかが大きな課題であると認識しています。第

５次総合計画では、幼・保・小・中の校種を超えた連携や、低学年における学習のつ

まずきに早期に対応できる体制の整備に取り組んでいきたいと考えています。 

  また、家庭との役割分担、家庭学習習慣の定着については、教育委員会や学校での

取組だけで解決できるものではありませんが、１人１台端末や学習ソフトを活用した、

いつでもどこでも自分に合った学びができる環境を整えることで、児童・生徒の学習

習慣にもよい影響が出ることが期待できるため、ＩＣＴ環境整備にも取り組んでいき

たいと考えています。 

  そして、これらの取組を進めるためには、教員一人一人が児童・生徒と向き合い、

実態に応じた適切な指導、支援ができるよう、教員の働き方改革を進めることが重要

だと考えています。 

  教育委員会としましては、教員の働き方改革を進め、教員が生き生きと児童・生徒

と接することで児童・生徒も学ぶことが好きになるよう、学校を支援したいと考えて

おります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（森本将文君） ２回目の質問はございますか。 

  １２番、山口議員。 

○１２番（山口晃司君） １２番、山口。 

  御答弁ありがとうございます。 

  これまで掲げていた学力目標を達成することができませんでしたということですが、

そのような中で次期総合計画では、全国学力・学習状況調査の平均値を用いた目標指

標を削除されています。 

  確かにテストの点数だけで学力の全てをはかることはできないという考え方は理解

できます。しかし、一方で、教育委員会として学力が向上したと判断する客観的な基

準がなければ、教育政策の成果をどのように検証し、説明するのでしょうか。  

  総合的な学力や個別最適な学びといった理念は重要ですが、数値目標を掲げない形

では成果の検証が曖昧になり、行政としての説明責任が弱まるのではないかと懸念し

ます。 
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  また、保護者の多くが基礎学力の確実な定着を学校教育に期待していることを考え

ると、学力テストに関する数値目標を掲げないことは保護者の期待に正面から向き合

わない姿勢と受け取られる可能性もあります。 

  さらに、教育の基本方針では、夢や志を持ち、未来に挑戦する子どもの育成を掲げ

ています。子どもたちには、高い志や挑戦を求めながら、行政自らは目標を達成でき

なかった結果として数値目標そのものを計画から外してしまうのであれば、教育理念

との整合性はどのように説明されるのでしょうか。目標を達成できなかったから目標

をなくすということであれば、これは挑戦ではなく、目標からの撤退と受け取られて

も仕方ないのではないでしょうか。少なくとも現状以上の水準を目指す数値目標は掲

げるべきではないでしょうか。 

  教育委員会として学力向上をどのような指標で評価し、どのように確かな学力の育

成の成果を検証していくのか、教育長の考えを伺います。 

  次に、家庭学習習慣の定着への取組として、ＩＣＴ環境の整備を挙げられましたが、

先日、政務活動費の研修で伺った千葉県の野田市の取組を御紹介したいと思います。 

  野田市では、本町と同様に、クロームブックを教員と児童に配付していますが、さ

らにグーグルとパートナーシップ協定を結び、ＩＣＴ活用を進めています。 

  教員向けには、全教員が受講する基礎コースに加え、レベルや意欲に応じた３つの

研修コースが設けられており、授業資料の作り方やＩＣＴ活用の可能性について、グ

ーグル社員が講師となって研修を行っています。 

  しかも、この研修費用は全てグーグル側の負担ということでした。 

  また、児童に対しては、ＩＣＴリーダーの育成として、同じくグーグルと連携して

いる自治体の小学校とオンラインで交流し、自分のまちのよさを英語で発表し合う取

組や、グーグル日本本社に招待され、最先端技術に触れる体験なども行われています。 

  府中町でも、例えば下岡田官衙遺跡の歴史などを英語で発信する取組につなげれば、

教養と英語、ＩＣＴを融合した世界で活躍する人材育成の入り口にもなり得るのでは

ないかと感じました。 

  なお、グーグルとパートナーシップを結んでいる自治体は、広島県内にはまだない

とのことです。本町が掲げるブランド力の一つとしても、グーグルとのパートナーシ

ップ協定を目指すことは検討に値するのではないかと考えます。 

  また、同じく野田市では、子ども未来塾として、放課後の補習という形で家庭学習
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定着支援を実施されています。当初は、子どもの貧困対策として小学校３年生と中学

生全学年を対象としていましたが、事業効果の検証を踏まえ、来年度からは全学年の

小学生への年８回程度の支援と部活動終了後の中学３年生を対象とした週１回程度の

学習支援へと見直されたと承知しています。 

  義務教育において学力向上は重要ですが、塾等の活用は各家庭の判断に委ねられる

部分もあります。一方で、家庭学習の定着や学習習慣の確立は、公教育として支援す

べき重要な役割であると考えます。 

  小学生期は、発達段階上、参加動機が必ずしも学習課題の自覚に基づくものとは限

らず、友人関係等の外的要因にも左右されやすい、そのため、参加の有無だけでは事

業効果を十分に測定することが難しいのは御承知のとおりですが、一方、中学３年生

については、高校受験に向けた家庭学習の定着を図るとともに、高校進学後の学力的

なつまずき、いわゆる高１ギャップを防ぐ観点からも、部活終了後に学習へと軸足を

移す重要な時期であり、この時期に集中的な学習支援を行う意義は大きいと考えます。 

  例えば週１回、１０月から２月までの約２０回、１回９０分、講師３名体制と仮定

しても、１校当たり約３０万円程度で実施可能と試算されます。野田市と同様に国の

補助が予算の２分の１程度であれば、自治体負担は２校で約３０万円程度となり、比

較的導入しやすい規模であります。 

  教員の多忙化が課題とする中、元教員や大学生、非常勤講師など、外部資源の活用

も含め、家庭学習定着支援に力を入れるべきと考えます。 

  このように、オンライン・オフラインの両面から、教職員の負担増につながらない

形で学力向上に取り組まれています。グーグルとのパートナーシップ協定を目指すこ

とや、クラブ活動終了後の中学３年生への重点的な補習など、参考になると思います

が、教育委員会の考えを伺います。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（新田憲章君） 教育長です。 

  山口議員の２回目の質問のうち、教育委員会として学力向上をどのような指標で評

価し、どのように確かな学力の育成の成果を検証していくのかについて答弁いたしま

す。 

  議員御指摘のとおり、全国学力・学習状況調査に関する数値目標は、児童・生徒の
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教科学力をはかる上では重要な視点となります。従来どおり、児童・生徒の学力向上

に活用してまいります。 

  一方で、この調査は、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育

施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることや学校における児童・生徒の学習指

導の充実や学習状況の改善等に役立てるといったことが目的であり、文部科学省にお

いても平均正答率の公表は序列化や過度な競争につながりやすく、教育の本質をゆが

めるおそれがあると指摘するなど、平均正答率にとらわれ過ぎないことも重要だと考

えております。 

  これからの社会を生きていく子どもたちは、生涯にわたって学び続け、多様な他者

と協働しながら、自らの人生をかじ取りすることができるようになることが大切です。 

  そのためにも、次期学習指導要領の改訂作業における議論でも重要な視点とされて

いる「好きを育み、得意を伸ばす」を踏まえ、教育委員会といたしましても義務教育

段階においては学ぶことが好きな児童・生徒を育ててまいりたいと考えております。 

  しかしながら、議員の御指摘にもありますように、全国学力・学習状況調査におけ

る各教科や学習状況の成果については、これまでと同様に真摯に受け止め、しっかり

と学校で分析し、各学校の授業改善に役立てて、児童・生徒の学力向上の取組は継続

してまいりたいと思っております。 

  私からは以上です。 

○副議長（森本将文君） 続いて、答弁。 

  学校教育課長兼職次長。 

○教育次長兼学校教育課長（宍田 貴君） 学校教育課長兼職次長です。 

  私からは、議員から御紹介いただいた他市町での取組を参考にした学力向上方策に

対する考えについて御答弁いたします。 

  まず、議員御紹介のグーグルとのパートナーシップ協定についてですが、町が１人

１台端末を導入した令和２年度、御紹介のパートナーシップ制度について研究した時

点では、教員が研修を受け、モデル校として先進的な取組を行い、その取組により得

られた知見を他の市町にも広めていくといったことまでがセットになっていたことか

ら、少し荷が重いと、新たにＩＣＴを導入する、そういったことに加え、他市町への

展開まで担うというのは、学校の負担が大きくなるおそれがあるとして協定締結には

至らなかったという経緯がございます。 
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  ただ、現在では、学校におけるＩＣＴ環境も一定程度整い、学校での活用も進みつ

つある状況でございますので、さらなる活用に向け、改めて他市町の状況を研究して

いきたいと考えております。 

  次に、オフライン、元教員や大学生、非常勤講師など外部資源を活用した学習支援

についてですが、会場が学校となる場合、その時間帯の生徒の安全を含めた施設管理

など、財政的なものも含め、クリアすべき課題もございます。 

  ただ、講師については、例えば大学と協定を結び、教員を目指す大学生にボランテ

ィアをお願いするなど、様々な手法もあろうかと考えております。 

  先ほど教育部長から、家庭学習習慣の定着について教育委員会や学校での取組だけ

で解決できるものではないと御答弁いたしましたが、教育委員会として学習習慣の定

着に向けた取組の一つとして、議員御紹介の手法も含め、研究していきたいと考えて

おります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） ３回目の質問はございますか。 

  １２番、山口議員。 

○１２番（山口晃司君） １２番、山口。 

  御答弁ありがとうございます。 

  学力の数値目標については、過度な競争を生む可能性があるとして持たず、勉強が

好きだと言える児童・生徒を増やすという方向性は一定理解できるところもあります。 

  しかし、保護者の期待が大きい学力の定着に対してテストの点数ほど分かりやすい

指数はありませんので、町民や保護者に対して教育の成果を分かりやすく示していく

という姿勢は今後も持ち続けていただきたいと思います。 

  府中町は、来年度より第５次総合計画に沿った新たな目標に向けて動き出します。

そんな中、屋敷部長におかれましては、今年度を機に後進に道を譲られます。しかし、

当町の教育行政には、今回取り上げた学力向上だけでなく、学校施設の老朽化への対

応や、揚倉山運動公園や下岡田官衙遺跡を活用した社会教育、南公民館の建て替えな

ど、大切な取組が控えています。 

  質問の最後にはなりますが、府中町の子どもたちの成長と学びを支える教育行政を

今後どのような思いで進めようとされているのか、屋敷部長の思いをお聞かせくださ

い。 
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○副議長（森本将文君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  山口議員から３回目の気を遣っていただいた難しい質問に答弁させていただきます。 

  昨年４月に教育委員会事務局に配置され、第５次総合計画のうち、教育・文化部門

の将来像を描く大きな仕事に取り組んでまいりました。教育委員会事務局職員みんな

で意見を交わし作成することでこれからの教育行政の進め方を詰め込んだものとなっ

ております。 

  今、学校現場では、パソコンや電子黒板の有効活用やグローバル教育などを通して、

子どもたちが関心を持って事業に向き合っています。  

  一方で、授業を受けるに当たり、教育支援のサポートなどが必要な子どもたちもい

ます。 

  教育行政の第１は、支援が必要な子ども、不登校で学校に来ることができない子ど

も、学習につまずいた子どもも含め、子ども一人一人の教育的ニーズに応じることで、

誰一人取り残さない学びを保障することが大切だと考えています。 

  そのためには、学校だけで実現することは困難で、登下校や学校内での見守り、部

活動支援など、学校、家庭、地域が連携・協働する継続的な仕組みが不可欠となりま

す。地域住民の参画を得ること、教師の負担を軽減し、子どもと向き合う時間を増や

すことも重要だと考えています。 

  子どもたちには、自分の夢を持つこと、未来に希望を持つこと、その実現に向けて

努力し、主体的に行動できる力を身につけてほしいと思います。また、自分のことだ

けじゃなく、困っている人に寄り添うなど、他者を尊重する心も持ってほしいと思い

ます。 

  子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、学校が抱える課題も複雑化しています。

教育委員会の職員には、子どもたちに生きることのすばらしさを伝え、夢や希望を持

って挑戦していけるよう、子どもたちの育成に取り組んでいただきたいと思います。

ここにいる管理職員や後輩たちが第５次総合計画の基本目標に掲げる事業を推進して

くれると信じております。 

  最後に、議員の皆様には大変お世話になりました。住民の方の御意見や相談事を伝

えていただくとともに、町事業の進め方にも御理解くださり、いい仕事ができたとい
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うのも議員の皆様の御協力あってのものだと感謝をしております。これからも職員、

特に管理職員への𠮟咤激励のほうをよろしくお願いいたします。 

  答弁は以上です。ありがとうございました。 

（拍手） 

○副議長（森本将文君） 以上で、第４項、誰一人取り残さないための学力向上政策に

ついて、１２番、山口議員の質問を終わります。 

  ここで休憩いたします。再開は１４時１５分からといたします。休憩。 

（休憩 午後 ２時０３分） 

 

（再開 午後 ２時１５分） 

○副議長（森本将文君）休憩中の議会を再開します。  

  続いて、総務文教関係、第５項、府中南公民館の改築工事について、１３番、齋藤

議員の質問を行います。 

  １３番、齋藤議員。 

○１３番（齋藤 昇君） １３番、齋藤です。 

  府中南公民館の改築工事について質問させていただきます。 

  府中南公民館は、昭和３７年９月に開館し、何と既に６３年がたちました。集い、

学び、つながり合いの場として地域の多くの皆さんに支えられてきました。今後もそ

の時代に適した事業、学習を提供していくことが公民館の使命と考えます。 

  改築工事の前に、第３３回ふちゅうみなみフェスタが２月２８日土曜日と３月１日

の日曜日に開催されました。実は、町長が２日間、南公民館の最後のフェスタに２日

来られたのには私も大変感動しました。激務が続く中、しっかりと来られて町民を励

まされた姿勢は、すばらしいものだと考えます。 

  初日には、開会式の後、府中緑ヶ丘中学校吹奏楽部の力強い演奏がありました。親

子読書「あじさいの会」によるお話、南小「ほんと？本との会」によるお話もあり、

最後には新企画のスタンプラリー、大抽せん会と、会場は一体となり、大いに盛り上

がり、大盛況の初日でした。 

  ３月１日日曜日は、ホールイベントで１４団体による日頃の練習成果の発表の舞台

があり、出演者たちと観客が一体となり、大いに盛り上がりました。私もマンション

の住民も、エレキの舞台でしっかりとすばらしい演奏を観客と同体にあるような感じ
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で演奏していただいたことに大変感動しました。 

  １階ロビーに作品展示、２階では１９団体が参加しました。また、行政の相談紹介

コーナーも設けられ、地域密着をしっかりアピールしていただきました。和室では、

お茶席、茶道（裏千家）の炭火の本格的なお抹茶会には多くの人たちが申し込み、日

本古来のわび寂のおもてなしを実体験していました。私たち夫婦も参加させていただ

きまして、大変久方ぶりに感動しました。 

  飲食コーナーでは、人気のカレー、うどん、おむすび、甘酒、コーヒー、フランク

フルトと、早くにも売り切れが出る、大変大盛況の状況でした。今回も酒類の提供が

なかったのは大変よかったと思います。 

  バンビーズ主催の子どもカフェでは、子どもたちが本格的にコーヒーを提供、ほか

にもおはぎ、クレープ、綿菓子と、豊富なメニューで老若男女が楽しめる食の祭典で

した。今まで私も広島のいろんなイベントに行かせていただいて、府中はあんまり縁

がないと思っていましたが、今回改めて地域でのこういった祭典は、今後、人とのつ

ながりで非常に重要なことを認識いたしました。 

  ほかには、輪投げコーナー、雑貨、バザーなど販売もあり、財布のひもが緩くなり、

楽しい時間を過ごさせていただきました。 

  地域のつながりの場で各人がいろいろな場所で楽しんでいる春の一大イベントで、

まさに百花繚乱の２日間でした。 

  改築事業の基本計画が完了して、いよいよ事前準備に入るとのことですが、順調に

推移しても、令和１２年の４月の開館予定のことです。南公民館では多くの事業が年

間実施していますが、大きな影響があると大変懸念しています。今後、仮移転も必要

となることから、現在の準備状況や改築後の公民館について、以下のとおりお伺いい

たします。 

  一つ、新公民館は、図書室が９０平米から８４平米と６平米狭くなるようですが、

子どもたちが学習する場所としてほかに活用できるスペースはありませんか。  

  ２つ目として、定期活動は継続が重要です。一度活動が中止になると再開するのが

難しいことから、定期活動グループが活動を継続できるよう、教育委員会としてどの

ように取り組んでいますか。 

  ということで質問をさせていただきます。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 



- 55 - 

  教育部長。 

○教育部長（屋敷 学君） 教育部長です。 

  １３番、齋藤議員からの一般質問、府中南公民館の改築工事についてに答弁いたし

ます。 

  ただいまの齋藤議員の御質問にありましたとおり、本当に議員さんのほうは南公民

館を愛してくださっていることは伝わってきますので、本当にありがとうございます。

それを踏まえて、しっかりと答弁をさせてもらおうと思います。 

  御質問の１点目、新公民館は、図書室が９０平方メートルから８４平方メートルへ

と６平方メートル狭くなるようですが、子どもたちが学習する場所としてほかに活用

できるスペースはありますかについて答弁します。 

  現在、府中南公民館では、子どもたちが学習する場として、空き室を利用し、学習

室として開放しています。平日は１６時から、土・日や学校の長期休業期間は基本的

に朝から空き室を開放しているところです。 

  令和６年度の実績としまして、３４７回、延べ１，６２１人に御利用いただきまし

た。 

  新公民館でも、定期活動、施設使用の状況を見て、同様に子どもたちに開放したい

と考えております。 

  ２点目の御質問、定期活動グループが活動継続できるよう、教育委員会としてどの

ように取り組んでいますかについて答弁いたします。 

  現位置建て替えとなったため、その間、公民館機能は原則休止となります。しかし、

定期活動を改築工事期間中も継続できるよう、町内の公共施設で代替利用できるよう

調整を行っているところです。 

  使用する施設は、まず、向洋駅周辺区画整理事務所会議棟を予定しております。会

議棟を仕切り、おおむね中講座室程度の部屋を２部屋用意いたします。こちらででき

る限り曜日・時間を変更しない方向で整理し、重複した場合は、協議の上、変更して

いただくこととしております。 

  なお、当該施設で活動が難しいものにつきましては、町内の他施設の検討など、個

別に相談させていただくことにしております。  

  定期活動グループの皆様には大変御不便をおかけすることになりますが、府中南公

民館の改築工事に御理解、御協力くださるようお願いいたします。 
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  令和１２年度には新しい公民館で活動していただけるよう、改築工事のほうを進め

てまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（森本将文君） ２回目の質問はございますか。 

  １３番、齋藤議員。 

○１３番（齋藤 昇君） 御答弁、本当にありがとうございました。 

  年々温暖化が進み、夏は、猛暑日３５℃以上、酷暑日４０℃以上と、厳しい日が続

き、高齢者の死亡事故の報道もあります。 

  私たちは、府中町民会議で月に１回、第１土曜日に南小学校区の公園での児童たち

の見守り活動を実施していますが、猛暑日３５度Ｃ以上は昨年より中止しています。

また、道路のいわゆる照り返しを考えると、見守り活動には非常に危険が伴うという

ことで中止させていただいております。特に夏休みは、学習の場を近くの南公民館へ

求める子どもたちや学生たち、高齢者等の大人たちの利用も十分考えられます。夏休

みの対策として、臨機応変に空き室を提供とのことですが、災害時の避難場所と同時

に、近場での憩いの場所の使命が十分あると考えます。 

  府中南公民館は、令和８年１０月で全ての活動は休止となります。府中南公民館改

築工事は、順調に推移して、令和１２年４月オープンの予定ですが、昨今の働き方改

革、資材の高騰等の不安材料が多く、大変危惧しています。 

  最速でも約３年５か月の長期にわたる活動休止です。南公民館も２０２０年１月に

コロナがあり、以前に比べ活動人数も大きく減少し、元に戻らない現在です。また、

大きな社会問題である超高齢化が加速している現状であります。私の住んでいる平成

３年竣工のマンションは、３棟で２７１所帯です。私の住んでいる棟、４８所帯で

１２人の死亡もあり、体の悪い人も多く見受けられます。 

  南公民館活動の基本は、継続とは力なりです。いかに継続が重要であるかの金言で

す。 

  定期活動グループが活動を継続するには、公民館に代わるほかの公共施設などの場

所の確保が重要課題です。どの施設も余裕がある状況ではないかもしれませんが、こ

れまで培ってこられた定期活動グループの様々な活動が途切れず継続できる、町全体

で場所の確保の検討、取組を進めていただくことを要望いたします。 

  よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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○副議長（森本将文君） 以上で、第５項、府中南公民館の改築工事について、１３番、

齋藤議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、投票率向上に向けた投票環境の整備について、

３番、安部議員の質問を行います。 

  ３番、安部議員。 

○３番（安部智恵美君） ３番、安部。 

  投票率向上に向けた投票環境の整備について。 

  ２ ０ 年前 の 府中町 議 選 の 投票 率 は、候 補 者 １ ９名 、 ４６． ９ ９ ％ でし た 。

２０２４年の町議会選挙の投票率は、候補者２１名、３３．９％でした。町長選挙で

見ると、２００４年、候補者２名、５６．３６％、２００８年、２０１２年は無投票

でした。２０１６年は、候補者２名、久々の町長選でしたが、投票率は高くありませ

んでした。投票率は３４．４５％でした。２０２０年は無投票でした。２０２４年は、

候補者５名、投票率は３７．７１％でした。直近の２０２５年参議院選挙での府中町

における投票率は５８．４１％でした。衆議院選挙においては、２０２４年 、

４９．１８％、２０２６年、５１．８８％でした。  

  投票所についても、イオンモール府中が投票所になったりならなかったりします。

町の説明によりますと、間に合わなかったときもあったそうです。 

  ここで質問に入ります。 

  近年、選挙における投票率の低下が課題となっており、特に若年層を中心に政治参

加の意識が希薄化している現状があります。 

  こうした中、誰もが安心して、かつ気軽に投票できる環境を整えることは、投票率

の向上に直結する重要な取組です。特に、投票所の立地やアクセス性、期日前投票所

の設置状況は、投票行動に大きな影響を与える要素と思います。 

  そこで、以下のとおり伺います。  

  １、南公民館改築工事により、今後、従来の投票所が使用できなくなるおそれがあ

るのではと思いますが、新たな投票所の候補地の検討状況は。 

  ２、前回の国政選挙において、大規模商業施設への期日前投票所が設置できなかっ

たことによる影響、今後の対応は。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 
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  行政委員会総合事務局長。 

○行政委員会総合事務局長（谷口 司君） 行政委員会総合事務局長です。 

  ３番、安部議員からの一般質問、投票率向上に向けた投票環境の整備についてにつ

いて答弁いたします。 

  まず、１つ目の御質問、南公民館改築工事に伴う新たな投票所の候補地の検討状況

はについてです。 

  当町では、府中北小学校の第１投票区から府中南交流センターの第１０投票区まで

の１０か所に投票所を設置しています。 

  今回御質問のありました府中南公民館は、第９投票区の投票所として指定しており

ますが、建て替え等に伴い、その間、使用できなくなることが見込まれております。 

  選挙に関して具体的な影響としましては、令和９年４月執行予定の広島県議会議員

一般選挙以降の選挙を想定しています。 

  府中南公民館のある第９投票区のエリアは、桃山２丁目、青崎中、青崎東、３１番

街区以降の柳ヶ丘です。 

  新たな投票所の候補地についてですが、投票事務を行うための十分な広さがあるこ

と、できるだけ家から近く、高齢者や障害のある方が利用しやすいこと、そして車で

来場された方の駐車場があり、利便性が確保できることなどの条件を基に選考し、教

育委員会及び学校とも協議を重ねた結果、府中南小学校を代替の投票所として準備を

進めております。 

  ２つ目の御質問、前回の国政選挙において大規模商業施設へ期日前投票所が設置さ

れなかった理由はについてです。 

  町内の大規模商業施設において期日前投票を始めたのは、平成２９年１０月の衆議

院議員総選挙からです。それ以降は、各選挙における日程の見込みを基に、およそ

１年前から利用の予約をさせていただいております。 

  今回の国政選挙についてですが、衆議院が解散して選挙の可能性があるとマスコミ

からの報道が最初にあったのは、１月９日でした。そこで、すぐに大規模商業施設に

確認しましたが、期日前投票に当たる期間は施設の貸出しが既に決まっており、借り

ることができませんでしたので、期日前投票所として設置することができませんでし

た。 

  続きまして、御質問の、また、そのことによる影響、今後の対応はについてです。 
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  今回の衆議院議員総選挙における当町の投票率は５１．８８％でした。期日前投票

の投票率は２６．３７％で、全体の投票に占める期日前投票の割合は５０．８％とな

り、今回投票された方の半数以上は期日前投票を利用されたことが分かります。 

  ただし、これは、今回の選挙において早くから警報級の雪の影響が報道され、早め

の投票の呼びかけがあったことなどにより、これまで以上に期日前投票を利用された

という特有の状況があったのではないかと推定しております。 

  そこで、今年度執行されました選挙で、大規模商業施設で期日前投票が行われた衆

議院議員通常選挙と広島県知事選挙の２つの選挙の投票状況を集計しました。いずれ

も期日前投票は、府中町役場、向洋駅周辺区画整理事務所、そして大規模商業施設の

３か所で行われたものです。 

  ただし、その３か所に開設された期日前投票所の期間や時間は異なります。 

  この２つの選挙における投票者数の平均値でいいますと、府中町役場は、期日前投

票所が１６日間開設され、投票された方は４，５６７人、向洋駅周辺区画整理事務所

は、７日間の開設で１，６７５人、大規模商業施設は、４日間の開設で３，００８人

となっています。 

  これを分かりやすく１日当たりの投票者数に換算し、府中町役場で期日前投票され

た方を１日当たり１００人としますと、向洋駅周辺区画整理事務所は８４人、大規模

商業施設では２６３人となり、多くの有権者の方が大規模商業施設で期日前投票をさ

れています。 

  したがいまして、大規模商業施設における期日前投票所の開設は、利便性と効果が

見込まれることから、今後も引き続き選挙期日の日程を見込み、利用できるよう早期

に対応してまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） ２回目の質問はございますか。 

  ３番、安部議員。 

○３番（安部智恵美君） 御答弁ありがとうございました。 

  例えば選挙啓発グッズとして、風船やポケットティッシュ、ウエットティッシュ、

紙うちわなどのノベルティーについてのお考えはありますか。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  行政委員会総合事務局長。 
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○行政委員会総合事務局長（谷口 司君） 行政委員会総合事務局長です。 

  ただいまの安部議員の２回目の御質問、府中町では選挙啓発グッズの配布をしてい

ますかについて答弁いたします。 

  現在、当町における選挙啓発活動として、選挙啓発グッズの配布を行っております。

具体的には、数に限りがありますが、広島県選挙管理委員会から配布されるポケット

ティッシュのほか、今年執行されました選挙を例に申しますと７月の参議院議員通常

選挙では、広島県内のプロスポーツチームのマスコットキャラクターのステッカー、

１１月の広島県知事選挙では子ども向けの音楽や体操をつくる２人組の女性アーティ

ストのカードなどを配布しております。 

  これらのステッカーやカードは、期日前投票所に設置し、いわゆる若年層の投票さ

れた方やその投票された保護者と一緒に投票所に来場された子どもを主な対象として、

希望される方にお受け取りいただき、ステッカーやカードの写真をＳＮＳで投稿して

いただくなどにより、選挙の啓発、情報拡散を図ることで、選挙期間全体を通じた投

票率の向上につなげることを目的とする取組です。 

  それ以外にも、他の部署が健康イベントを実施したとき、来場者にポケットティッ

シュを配布したり、新たに選挙人名簿に登録された１８歳の選挙人に対してお祝いの

メッセージに啓発冊子とグッズを添えてプレゼントしたりなどをしています。 

  引き続き選挙啓発には努めてまいりたいと思います。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） ３回目の質問はございますか。 

  ３番、安部議員。 

○３番（安部智恵美君） 御答弁ありがとうございました。 

  私たちの府中町は、住み続けたい街ランキングで上位をキープしています。政治へ

の参加の実感を高めるためにも、政治家や政党が有権者の声に耳を傾け、町政に届け

ることが重要です。 

  町としても、投票率を高めるため、お力添えをいただけますよう要望して、終わり

ます。 

  ウイー ウイル クリエート アワー オウン フューチャー。ありがとうござい

ました。 

○副議長（森本将文君） 以上で、第６項、投票率向上に向けた投票環境の整備につい
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て、３番、安部議員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わります。 

  続いて、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係、第１項、府中町における治水事業について、１７番、狩野議員の質問を

行います。 

  １７番、狩野議員。 

○１７番（狩野雄二君） １７番、狩野です。 

  一般質問通告に従い、府中町における治水事業についての質問をいたします。 

  これから季節は春から夏へと向かいますが、同時に出水期に向かうということでも

あり、今回は大雨による災害を防ぐ取組についての質問となっています。 

  今回の質問は、治水事業に関係したものですが、災害を防ぐ取組としては、治水事

業とともに治山事業も行われていることから、治山事業についても質問の中で少し触

れておきたいと思います。 

  府中町では、自然災害を防ぐということから、治山治水事業が長年実施されてきて

おりますが、平成３０年の豪雨災害を受けて事業がさらに広範囲に、かつ加速されて

行われていると認識をしています。 

  治山事業と治水事業について、ここで簡単に説明をさせてもらいます。 

  治山事業とは、荒廃山地の復旧整備として、治山施設の整備や森林の造成を行い、

山地災害から、人々の命、財産、生活を守るというものです。 

  府中町の山地では、森林整備が実施され、さらに治山堰堤や砂防堰堤が建設されて

います。 

  治山堰堤は、荒れた渓流の勾配を緩やかにし、川底や岸の崩壊を食い止めることで

森林の健全な育成を助けるもので、土砂の発生を抑制する性格が強いものです。 

  一方、砂防堰堤は、上流から流れ出てくる有害な土砂や土石流を受け止め、少しず

つ下流へ流すことで川の勾配を安定させ、川岸の浸食を防ぐもので、土砂の流出を抑

制する性格が強いものとされています。 

  治水事業とは、ダム、堰堤、堤防、放水路、調整池、池ですね、調整池などの整備

や河川改修を行い、洪水、高潮、土砂災害などから、人々の命、財産、生活を守ると

いうものです。大雨で川の水があふれないように水の調節を行い、川の水位を下げ、

水を安全に海に流し込むということになります。 
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  治山事業については、これまで私も幾つかの見学会に参加させていただき、完成し

た堰堤を見させていただきました。土砂災害を防ぐため、多くの治山堰堤や砂防堰堤

が順次建設されており、建設予定のものもあります。また、水分峡森林公園内での大

堰堤や石ころび池の土砂のしゅんせつ作業も行われています。災害を防ぐ取組が確実

に進んでいると承知しています。 

  平成３０年の豪雨災害以降の治山堰堤及び砂防堰堤の設置状況について、今回、各

担当課に調べてもらっており、その結果について紹介をさせていただきます。 

  平成３０年豪雨災害以降に治山堰堤は５か所が計画されて、これまでに瀬戸ハイム

４丁目地区、水分峡森林公園内、山田２丁目地区の合計３か所が完成しています。花

立山地区の治山堰堤は令和８年度より測量・設計が開始される状況にあり、石ころび

地区の治山堰堤では現在事業中となっております。 

  同じく平成３０年豪雨災害以降に砂防堰堤は８か所が計画されて、これまでにみく

まり１丁目地区、瀬戸ハイム３丁目地区、八幡４丁目地区の３か所が完成しています。

山田４丁目地区、山田５丁目地区、八幡３丁目地区、瀬戸ハイム４丁目地区、みくま

り１丁目地区の５か所が現在事業中となっています。  

  治水事業については、下水道の整備や役場前の榎川の改良工事が進められており、

最近では府中大川の土砂しゅんせつ工事も開始されています。 

  先ほど述べました治山事業での治山堰堤や砂防堰堤の建設、治水事業での護岸改良

工事、河川の土砂しゅんせつ工事は、事業主体は主に広島県となっています。府中町

では、広島県に対して毎年最重要課題の解決に向けての提案がされており、その中に

これらの災害防止への取組が含まれています。広島県が実施する工事なので、府中町

では直接コントロールができない状況であると思いますが、しっかりと県に対して事

業の早期完了の働きかけを行っていただきたいと思います。 

  さて、今回の質問は、府中町における治水事業についてとなります。私の住む地域

は、川に近く、入川調整池という雨水を一時的にためる大きな施設があり、ポンプ場

も近くにあるという環境です。 

  そういう環境でもあり、住民の方から治水に関しての質問を受ける機会があります。

今回改めて治水に関する質問をさせていただくことにします。 

  まず、調整池についてです。調整池は、大雨のときに川の水位を下げるために一時

的に河川への雨水流出を抑制する施設であると認識しております。身近にある入川調
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整池以外にも町内でも幾つかの調整池を見ることもできます。改めて地図を見てみま

すと、目につきにくい場所にも調整池が存在していることが確認できます。 

  調整池は、住宅地の中に存在し、身近にある施設ではありますが、多くの方は一体

どこが管理してどのように管理されているのかと気になる施設ではないでしょうか。

安全のために調整池の周囲はフェンスで囲われており、どのような状況かをのぞき見

がしにくい状況でもございます。十分な強度を有して建設されており、心配をする必

要はないと思いますが、経年劣化により大雨時に多量の雨水が流れ込んでも壊れない

んだろうか、大丈夫なんだろうかと一抹の不安を感じる方もおられると思います。 

  以上のことを踏まえ、２点質問を行います。 

  １つ目は、府中町にある現在使われている調整池の数とそれぞれの目的について伺

います。 

  ２つ目は、調整池は強固なコンクリートの擁壁で囲まれており、それだけ強度が必

要な施設であると思われますが、点検を含めた管理はどのようにされているのかを伺

います。よろしくお願いいたします。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（胡子幸穂君） 町民生活部長です。 

  １７番、狩野議員からの一般質問、府中町における治水事業についてに答弁いたし

ます。 

  １、府中町にある現在使われている調整池の数と目的についてです。 

  現在、府中町内には調整池が１４か所あります。このうち、大通２丁目にある三角

形の形状をした入川調整池は、昭和６１年度に完成しておりますが、当時より茂陰ポ

ンプ場の全面的な改造や茂陰排水区に降った雨を全て流せる幹線の整備が困難であっ

たため、茂陰ポンプ場の補助排水施設設備として設置したものです。 

  入川調整池の機能は、茂陰ポンプ場の能力を超えるような大雨が降った場合、入川

調整池に接している水路を流れる雨水が越流して入川調整池に流れ込む構造になって

おります。流れ込んだ雨水を入川調整池のポンプにより府中大川に排水しているもの

でございます。 

  入川調整池は、下水道課の所管となります。 

  入川調整池以外の調整池は、開発行為に伴い設置されたもので、議員のおっしゃる
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とおり、町内に点在しており、学校や公園などの公共施設や宅地の開発等に伴う雨水

流出量の増加を抑制し、下流域である河川やポンプ場への負荷軽減を図ることを目的

としております。 

  具体的には、学校では、県立安芸府中高校、町立の府中北小学校と府中緑ヶ丘中学

校の３か所に、また揚倉山健康運動公園に上段用と下段用の調整池がそれぞれあり、

これら合計５か所の調整池は、それぞれの施設所管課の所管となります。 

  また、宅地開発により設置された調整池は、瀬戸ハイム地区に３か所、山田１丁目、

宮の町４丁目、浜田３丁目、浜田４丁目、青崎東にそれぞれ１か所ずつあり、これら

８か所は全て下水道課の所管となります。 

  よって、町内にある調整池は、入川調整池、公共施設分が５か所、宅地分が８か所

の合計１４か所となります。 

  ２、調整池の点検を含めた管理についてです。 

  調整池は、御指摘のとおり、コンクリート擁壁等の構造物で、高い強度が求められ

ている重要な施設です。 

  調整池においては、現在所管する部署の職員による年１回の定期点検を実施し、擁

壁のひび割れや変形、排水設備の機能確認等を行っております。 

  また、大雨の後にも巡回点検を実施しております。 

  また、町民の皆様の御要望等を受けて、必要に応じて草刈りやしゅんせつ、周辺環

境の整備など、適切な維持管理に努めております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） ２回目の質問はございますか。 

  １７番、狩野議員。 

○１７番（狩野雄二君） １７番、狩野です。 

  御答弁ありがとうございました。 

  調整池は、個人的には全て同じ部署が管理されていると勝手に思っていましたが、

実際には設置された経緯により、管理者が違うということが分かりました。各管理者

により点検内容や点検方法の違いがないように、確実に定期点検を実施していただき、

調整池としての機能が維持されるようにお願いいたします。 

  それでは、２回目の質問を行います。 

  町内には３か所のポンプ場があります。府中ポンプ場、宮の町ポンプ場、茂陰ポン
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プ場となります。 

  定期的にポンプのメンテナンスが行われていることは承知しておりますが、各ポン

プ場は建設からかなりの年数も経過していると思います。最近の異常気象で建設当時

に想定していなかった量の雨が降っており、５０年に一度という物すごい量の雨が各

地で降っている現状があります。 

  府中町の各ポンプ場は、どこまで対応できるのか、今のままの施設や設備でこれか

らも町民の命、財産、生活が守れるのか、心配されます。 

  そこで、ポンプ場に関しての質問を行います。 

  近年の異常気象を考えたとき、今の施設・設備で対応可能であるのかを伺います。 

  あわせて、さらなる増強の必要性の有無について伺います。よろしくお願いいたし

ます。 

○副議長（森本将文君） 答弁。 

  下水道課長兼職次長。 

○町民生活部次長兼下水道課長（岡村紀行君） 下水道課長兼職次長です。 

  狩野議員のおっしゃるとおり、町内には３か所の雨水ポンプ場がございます。  

  最も古い府中ポンプ場は、１号ポンプと２号ポンプにつきましては昭和５８年度に

完成しましたが、３号ポンプにつきましては平成１７年度に完成しております。 

  庁舎横にある宮の町ポンプ場につきましては、１号ポンプが平成３年度に完成し、

２号ポンプが平成４年度に完成しております。 

  また、茂陰ポンプ場につきましては、平成２１年度に改築工事が完了しております。 

  なお、確定ではございませんが、府中ポンプ場と宮の町ポンプ場につきましては、

今後建て替えが予定されております。 

  施設のメンテナンスにつきましては、定期的にポンプの分解整備工事などを行って

おり、適切な維持管理を行っております。 

  いずれのポンプ場も、７年確率降雨強度である１時間当たり４９．６ミリの降雨に

耐えられるように造られております。 

  以前は、鶴江地区、宮の町地区、また向洋駅周辺地区が浸水することがありました

が、ポンプ場完成後は、浸水被害に遭った家屋数はゼロとなっております。  

  しかしながら、議員のおっしゃるとおり、近年の異常気象で建設当時に想定してい

なかった量の雨が各地で降っております。 
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  そこで、近年の異常気象を考えたとき、今の施設・設備が対応可能であるかについ

てですが、適切な維持管理は行っていますが、現在の施設能力を超える規模の降雨に

対しては限界があるのも事実です。 

  また、さらなる増強の必要性の有無はについてですが、今のところ、国や県から確

率降雨強度の見直しと施設増強については示されておりません。よって、施設増強の

予定はありませんが、現在は雨水幹線ストックマネジメント計画を策定して、老朽化

している雨水幹線の改築工事を順次行っております。 

  さらに、昨年１月の埼玉県八潮市の陥没事故を受けて、国からの指示により、幹線

等の緊急点検を行い、必要に応じて補修も行っているところです。 

  今後も、国や県の防災計画などを踏まえ、ハード整備だけでなく、住民の皆様への

早期避難情報の提供などソフト対策も含めた総合的な治水対策を推進して対応してま

いりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（森本将文君） ３回目の質問はございますか。 

  １７番、狩野議員。 

○１７番（狩野雄二君） １７番、狩野です。 

  ありがとうございました。 

  排水ポンプは、定期的に整備が行われて正常な状態が維持されているとのことです。

他の自治体では、これまでに大雨時に排水ポンプが故障して作動できずに住宅への浸

水被害が発生したという事例もあります。そういうことがないように、いざというと

きに使えないということが起こらないように、引き続き確実な補修をお願いいたしま

す。 

  大雨に対するポンプ場の能力向上についてですが、現時点では施設増強はないとの

ことでした。御答弁にもありましたように、浸水被害を防ぐには、ポンプ場の能力だ

けではなく、雨水の排出経路となる雨水幹線の整備を含めた排水施設に関する取組と

住民の避難に関する取組を一体で行うことが治水対策で重要であることを改めて認識

した次第でございます。 

  府中町において、浸水被害への取組が引き続き総合的に行われることを要望いたし

まして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（森本将文君） 以上で、第１項、府中町における治水事業について、１７番、



- 67 - 

狩野議員の質問を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本日は、これを持って延会としたいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（森本将文君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会と

し、次回は３月１７日午前９時半から会議を開きます。  

  御苦労さまでした。延会。 

（延会 午後 ３時０４分） 

 

 


